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古布を紐状に裂く



工房
美の

笹山　央 工芸評論家　

第27回

洗練された諧調の中に古布の野趣味が漂う　米
よね

山
やま

みどりさん

裂織（さきおり）というのは、着物や布団皮

として使い込まれ古くなった布類を細く裂い

て紐状にし、織物の緯糸に使って織り上げる

技法及びそれによってできる布のことを言い

ます。使い古した布を捨てずに再生させる昔

ながらの生活の知恵で、現代ではエコブーム

ともあいまって、特に女性の間で愛好者が急

増してきている染織技法です。これを使って

アート作品を制作する人も輩出しており、「全

国裂織協会」という団体もあります。

昔の農山漁村で常用されていた裂織の仕

事着などをコレクションする人もいて、それ

が民俗文化財として保存されたりしていま

す。しかし現代の裂織は、生活美に対する都

市的な意識と感覚を反映しているように私

には感じられます。古布は骨董市や古着屋さ

んで仕入れるというのがひとつの常道で、わ

が国の伝統的な古布は都市を目指して流れ

込んできている、といえるでしょう。

東京生まれの東京育ち、そして会社勤めか

ら裂織技法を軸とした染織作家への転身を果

たした米山さんも、現代都市文化の中で裂織

が担い始めた機能にのっかってわが道を見出

してきた人です。しかしキャリアはすでに20

年を越え出ていますので、ブームになる前か

らの出発であり、また、「裂織文化」のイメー

ジの枠組みを越えてこの人独自の手法を創り

上げてもいるので、一人のアーチストとして

の世界を持っている作家であるといえます。

独自の手法というのは、米山さん自ら「染

布織り」と名づけているもので、着物の胴裏

に使われた絹製の古布を自分で染め直して

使っているということです。一般的に裂織

は、古い布の寄せ集めとか裂いた跡のちょっ

とラフな感じとかを生かそうとするところ

がありますが、米山さんの場合は、もっと洗

練された調子とか、整然とした諧調を生み出

していこうとする傾向があり、そういう中に

古布の野趣味がほのかに漂っています。そし

て胴裏の絹の感触は繊細で柔らかく、触覚的

な品のよさが感じられます。

なお、米山さんはフェルト（羊の原毛）を

使った作品も制作していますので、写真では

その新作も紹介しておきます。

米山さんの工房兼住まいは都内練馬区の

豊玉というところにあります。周囲に江古

田、西落合、長崎、新井薬師といった地名が

あって、私のように美術関係畑で仕事をして

きた人間には馴染みの深いところです。つま

り、一般市民に混じって画家や彫刻家などの

アーチストが戦前からたくさん住んでいる

エリアなのです。

米山家は戦後ここに移ってきました。ご祖父

の職業は校長先生、尊父は銀行家だったそうで

す。国の背骨を養う仕事とアートがまさに「裂

織的」に入り混じってというイメージですね。

裂織の民俗的土壌から東京的洗練への再生。

（制作・かたち21　http://katachi21.com）
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表紙写真

「夕空のスマイル」
第24回写真コンクール佳作
長嶋　玲●大阪会

	 美の工房　工芸評論家●笹山　央

03	 完全復元伊能図全国巡回フロア展	in	さいたま

05	 提言シリーズ

	 筆界特定制度と地籍調査事業推進に関する意見
	 「地籍制度への組織対応」

12	 災害復興支援に関する専門士業全国交流シンポジウム
	 「我々は来るべき災害にどう備えるか？～これまでの活動の総括と今後の展望」

16	 つくば国際ウオーキング大会に参加して

18	 じっくり、しっかり、ていねいに！
	 『境界問題相談センターとっとり』設立

22	 オンライン申請体験談

	 オンライン申請促進委員長向井の感想と申請体験談

24	 外部講師養成講座の開講
	 ～寄付講座における大阪土地家屋調査士会の取り組み～

26	 大阪土地家屋調査士協同組合理事長との意見交換

28	 土地家屋調査士の職業倫理研修会	in	福島

30	 事務局紹介Vol.9
	 静岡会／熊本会

32	 広報最前線／三重会

34	 地理空間情報フォーラム2009
	 会員論文発表④

41	 特定認証局の動き

	 オンライン申請の現状と課題

44	 会長レポート

47	 ちょうさし俳壇

48	 会務日誌

49	 土地家屋調査士名簿の登録関係

50	 会員の広場を利活用ください

52	 ネットワーク50

	 岐阜会

53	 編集後記
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完全復元伊能図全国巡回フロア展	in	さいたま

このフロア展は、伊能忠敬が足
かけ17年をかけて日本全国を歩
いて測量し完成した日本地図の復
元図を、各都道府県で巡回展示し
ていこうとするものです。
来年（2010年）は、伊能忠敬が
全国測量の第一歩を踏み出してか
ら210年目にあたり、伊能忠敬の
実像を正しく理解してもらう趣旨
で始まり、埼玉県では埼玉新聞社
創刊65周年記念事業として主催
しました。

一般公開に先立つ11月5日（木）
午前中に地図の搬入をし、埼玉新
聞社を始め埼玉県ウオーキング協
会、埼玉土地家屋調査士会、中央
実行委員会、伊能忠敬研究会の各
スタッフの協力で会場設営と内覧
展準備をしました。
地図は、2 m×1 mの大図214枚、
中図8枚、小図3枚の全ての完全
復元図を揃え、与野体育館フロア
に展示されました。1ケースに10
枚収用され、約60㎏を4 ～ 6名
で運び、いい汗をかきました。
午後からのオープン式典には埼
玉会宮田精一会長が出席し、上田
清司埼玉県知事（代理・後閑博県
民生活部長）、清水勇人さいたま
市長（代理・五味裕一副市長）、星
埜由尚フロア展実行委員会会長、

渡辺一郎伊能忠敬研究会名誉代
表、地元小中学生を招き、テープ
カットをしました。
主催者を代表して埼玉新聞社の
丸山晃社長は、「東京・横浜に次ぎ、
3番目に開催できるのも県、さい
たま市、伊能忠敬研究会、埼玉土
地家屋調査士会など、様々な皆さ
んのご支援のたまものです。」と感
謝を述べました。式典後の内覧で、

完全復元伊能図全国巡回フロア展 in さいたま
埼玉土地家屋調査士会　広報部長　間邉元幸

地図搬入作業 テープカット

式典開始

2009年11月6日（金）、7日（土）、8日（日）、さいたま市
与野体育館において「完全復元伊能図全国巡回フロア展」が
開催されました。

このフロア展は埼玉新聞社が主催し、埼玉会は共催の形
で協力し実行委員として参加しました。

埼玉会は実行委員として内覧会を含むフロア展の会場設
営を行った5日から終了日である8日の撤収作業まで延べ
24名の会員が参加しました。その結果を報告いたします。

会場風景

H21.11.6 埼玉新聞
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出席者は1枚が畳1枚の大きさの
地図上を歩き、その精密さに驚き
ながら、出身地の地名を捜しまし
た。
私も現在合併された以前の地名
を見つけ、200年以上前からの歴
史を感じることができ、改めて伊
能忠敬の功績に対して感銘しまし
た。開催中の3日間、私達スタッ
フは受付、誘導・ブースを分担し
忙しく過ごしました。ブースで
は、土地家屋調査士のPRとして、
特製クリアファイルに筆界特定制
度、境界問題相談センター等の
パンフレットを入れ、来場者に約
3500部配布しました。

11月6日には、日本土地家屋調
査士会連合会の大星正嗣副会長、
同山田一博広報部長に、遠路より
ご来場いただき心から感謝申し上
げます。

3日間の入場者総数は3300名
です。各支部の会員の皆様、特に
地元浦和支部、大宮支部、川口支
部の3支部の支部長を始め会員の
皆様、大変お世話になりました。

	

入場者

日本土地家屋調査士会連合会山田一博広報部長
 （左から3人目）

日本土地家屋調査士会連合会大星正嗣副会長
 （左から2人目）

長蛇の列

主 催：埼玉新聞社
共 催：伊能図フロア展さいたま実行委員会、埼玉

土地家屋調査士会、（社）埼玉県測量設計業
協会

後 援：環境省、厚生労働省、農林水産省、国土交
通省、林野庁、埼玉県、埼玉県教育委員会、
さいたま市、さいたま市教育委員会、埼玉
県商工会議所連合会、さいたま商工会議所、

（社）日本地理学会、日本国際地図学会、埼
玉地理学会、（社）日本測量協会、（財）日本
測量調査技術協会、（社）全国測量設計業協
会連合会（財）日本地図センター、日本土地
家屋調査士会連合会、埼玉県地方史研究会、
NHKさいたま放送局、テレビ埼玉、（社）日
本ウオーキング協会、NPO法人埼玉県ウ
オーキング協会

協 力：完全復元伊能図全国巡回フロア展中央実行
委員会、伊能忠敬研究会、ウオーク日本
1800中央実行委員会
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第1点目の附帯決議

「筆界特定制度が円滑・適正に運用されるよう、筆
界特定登記官の能力の向上を図るための所要の措置
を講ずるとともに、登記所備付地図の作成・整備が
一層促進されるよう、人的物的体制の充実強化に、
なお一層努めること。」

国土調査事業が、100年経っても終わらない「未完
のプロジェクト」である懸念
私共も都市部の地図混乱地域を対象として、毎年
登記所備付地図作成作業を行っております。しかし、
地籍調査の後押しと連携がなければ、残された広大
な面積分の作業を完了するのには相当な期間がかか
るものと思われます。幸いにも鹿児島県は、全体で
76％の進捗率を誇っておりますが、それでもまだ
1,800 km²が未了の状況であり、現在の年40 km²と
いうペースでは、地籍調査事業完了まで県単位で約
45年かかると推定されます。しかもkm²単価は十年
前からほとんど変わらず、総事業量と総事業費の減
少も毎年続いておりますので、先が見えない状況に
なっています。
さらに、来年度から地籍調査事業を再開させる
鹿児島市では、旧鹿児島市が地籍調査を長く休止
していたこともあり、約60 km²のDID地区を含む
268 km²もの膨大な未調査面積が残っています。鹿
児島市の人口の85％がDID地区に集中して住んで
おり、市民生活への影響は計り知れないものがあ
るでしょう。これは現在までのペースですと100年
近くかかる大事業であります。また、全国でもDID
地区における地籍調査事業の進捗状況は20％程度
しかないことを考えると、実生活での影響は大きい
と思います。
実績を考えれば、全国的に見ても地籍調査を完了

するには、鹿児島市と同様に相当な年数が必要と推

提言シリーズ
筆界特定制度と地籍調査事業推進に関する意見
「地籍制度への組織対応」

「地籍制度への組織対応」
筆界特定制度と地籍調査事業推進に関する意見

鹿児島県土地家屋調査士会　馬場幸二

国会の附帯決議にある5年の見直し期限が、もう近くに迫ってきています。その中で、私の個人的見解から、
次の2点について意見を述べさせていただきたいと思います。

提言シリーズ

測されます。国土利用状況把握を目的とし、当時と
しては考えられない程の高額の予算と相当理想の高
い内容目的をかかげ、昭和26年に制定された国土
調査法は、すでに制定から58年もの歳月が過ぎてし
まっています。現在のような減少気味の計画、実績、
予算、方法では相当の年数がかかる上、全国でも未
了地域がまだ約14万km²近くも残っているにもかか
わらず、第5次計画では10年で1万6,400 km²しか実
施できていません。単純計算でも更に85年の歳月が
必要であり、まさしく「未完のプロジェクト」で終わっ
てしまう懸念があります。

登記所備付地図作成作業で筆界未定を無くし、都市
部で地籍調査事業を早く終わらせるために
せめて次の世代である我々の子供の時代には、地
理空間情報の基盤として、不動産に関する正確かつ
詳細な情報が整い、GISやLADM（土地管理領域モ
デル）の恩恵が受けられるようにすることが望ましい
と考えています。特に都市部においては、権利関係
が複雑で、境界の確認に困難が伴うことが多いと思
われますので、早期に地籍調査を完了させるために、
我々も地籍制度の専門技術者として協力することは
勿論ですが、都市部においては法務局職員の協力に
よる法務局との連携が必要不可欠です。法務省から
も平成16年には、法務局職員の地籍調査への協力に
ついての通知が発せられているところであります。
附帯決議に戻りますが、人的物的体制の充実強化

が最も必要なのは、法務局であると思っております。
人員削減などをやっていては、特に都市部において
はとても地籍調査は完了しません。せめて20年で地
籍調査事業を完了する計画、予算、手法を完成させ、
人員削減よりむしろ筆界特定のできる力を持った、
地元の慣習と鹿児島弁の解る優秀な地籍専門登記官
と役職名の付いた、登記官の選任と増員・強化及び
市町村との連携が最も必要であると考えています。
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りする、そのことによる安心感ではないでしょうか。
この場合は、時間が無く筆界未定となってしまう事
態も懸念されるため、現在の「単年度事業のあり方」
も研究する必要があると思います。まさしく我々に
とっては、土地家屋調査士法での「不動産に係る国
民の権利の明確化に寄与」することであり、法務局
にとっては、積極的な公示機関になるという契機を
含むことになると考えています。

第2点目の附帯決議

「筆界特定制度において申請人が負担する申請手数
料及び手続費用については、筆界の有する公共性に
かんがみ、国民に過大な負担を強いることのないよ
う、公費負担を含め、十分な検討を行うこと。」

筆界の有する公共性と公費負担の問題
現在の筆界特定申請の場合、土地家屋調査士が申
請代理人になって測量を完了させ申請する場合を含
め、測量費用はすべて申請人の負担となっています。
多くの場合、対象土地はもちろんのこと、関係土地
の測量や、対象土地が所在する街区全体の広範囲な
測量が必要で、測量費用が高額となり、国民に過大
な負担を強いるケースもあります。
筆界の有する公共性を考えると、せめて公共用地
の筆界に関しては、国と県及び市町村が一致協力し
て公共用地筆界ラインを確定するべきだと思いま
す。公費負担における特定測量は、予算組みの困難
さなど様々な問題点があると予想されますが、行政
の責務として法務局と県及び市町村が連携できる方
法を起案していただくことが、さらに国民に利用し
易い筆界特定制度につながると考えています。

公益事業を行う官公署の利用を考える
公共の利益となる事業を行う官公署は、災害復旧
や道路、水路の維持管理を行う場合において、どう
しても公共用地との筆界を決めなければならない
ケースがあります。官公署が筆界特定申請をする場
合には、手数料を無料にして、土地家屋調査士が社
員である公嘱協会が嘱託代理人となり申請できるよ
うに改正すべきだと思います。さらに土地境界が決
まらないという理由で道路整備事業が遅れ、都市を

民主党も
民主党の「地籍調査・登記所備付地図整備の促進
策に関する提言」の中でも、「地籍調査・地図整備の
促進は国の責務である。」と述べられ「地籍調査や登
記所備付地図作成作業の過程において土地の境界が
明らかでない場合に、必要に応じて筆界確定登記官
が職権で手続を開始できる制度を導入すべきであ
り、職権開始の場合には国庫でこれを負担するこ
と。」と提言されています。いざ筆界未定となれば、
国民の心情的不安は長きにわたり、解決するため必
要となる資料の収集や登記測量費用など、多大な出
費が必要となります。

筆界特定が職権でできない理由
筆界特定制度創設時の議論の中には、筆界を認定
し公示する機関である法務局が、職権で筆界を特定
することもありました。しかし職権で筆界を特定す
るということは、現実的に私人間の権利の範囲にも
影響を及ぼすことになり、また事実上の紛争解決機
能があるとはいえ、国が介入し、実際の所有権の範
囲について推定力を持つ判断を示すことになる可能
性もあり、さらに新たな紛争を生じさせる場合も考
えられるため、立法政策としての妥当性についてな
お検討を要するとされました。以上のような経緯で、
申請によってのみ筆界特定が行われることとなった
と聞いております。

登記所備付地図作成と地籍調査作業の過程におい
て、職権で筆界を決める必要性
しかし実務上、職権で公法上の筆界さえ決まれ
ば、分筆して所有権移転という合意手続きを踏むこ
とで解決できるケースが多く、ADRの調停スキル
も持つ我々が関与、連係できれば、問題はさらに解
決し易くなります。土地所有者は、お隣の方と自ら
費用を出し、法務局に申請までして筆界特定して貰
おうとする勇気はなかなかありません。実際そのよ
うな行動をとることは億劫であり、近隣の目もあい
まって、「仕方がない。」と思い悩んで申請しないケー
スも沢山出てくると予想されます。境界が定まらな
い、紛争や問題がある状態では、そこに長く住む気
も失われるでしょうし、相隣関係も不安定なものに
なります。土地所有者が望むことは、境界がはっき
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中心として慢性的な交通渋滞を解消できない場合も
あります。こんな時は、対象土地の一部の所有権を
取得した官公署が、公嘱協会に委任し筆界特定申請
を行うことで分筆登記及び所有権の移転登記がス
ムーズに行えるようになり、交通渋滞の早期解消に
よる経済効果、さらにはCO₂削減による温暖化防止
も期待できます。交通渋滞時の排気ガスによるCO₂
の量が相当なものであることは、皆さんもご承知お
きのことでしょう。

現実をみて反省すべき
戦後、シャウプ勧告を受け制定された国土調査法
でありますが、シャウプ勧告の理念の中に、地方自
治確立のために地方財政を強化すること、均衡のと
れた公平な税制を確立することの二つがあります。
現在、分権型社会システムへの転換により、地域経
済の活性化そして民間・市民・地域の力をひきだす
事業展開や行政運営が、より一層求められています。
地方分権推進です。
地籍調査事業完了地区の変動地積が、平均で宅地
では133％、全体では126％にまで増加する事実を
考えると、地籍調査事業未了地区との地積の比較に
おいて、現在国民の固定資産税負担は決して公平と
はいえません。つまり市町村にとって地籍調査事業
を行うことは、公平な税制の確立、さらに固定資産
税の増収というメリットを含むことになります。本
提案は、グローカルな提案であると考えます。来年、
提案や意見を出しても手遅れです。

現在の手法では
国土調査事業が、半世紀も経つにも拘わらず半分
も達成できない現在の手法では、もう市町村は加速
度的には動かないということに他なりません。国土
調査十箇年計画の達成面積も、第2次38,000 km²、
第3次32,000 km²、第4次22,000 km²、そして、今
年で終わる第5次で約16,400 km²と年次ごとに実績
は縮小してしまっています。
また、農林水産省の「耕作放棄地の解消に向けた
きめ細やかな取組の実施」においても地籍調査事業
の未了地区では、農地の位置が特定できず、現状把
握が困難な状況が見受けられます。つまり、今後の
地籍調査事業の年次ごとの事業拡大が、耕作放棄地

解消をサポートする「大きな要素」にもなると思って
います。

我々の原点は、適正な課税と申請義務
もともと土地家屋調査士法の制定趣旨の中には、
適正な課税の基礎を明確にする事が含まれており、
そしてそれ故、国民に登記申請義務と過料が課せら
れていることを忘れてはいけません。さらに我々に
は、原則として登記申請の依頼に応ずる義務もある
のです。全国でも地図の総枚数の30％、204万枚は
旧土地台帳附属地図の状態であり、戦後半世紀以上
も経って、未だに法14条1項地図の代用品である
明治時代の字図を使い、一筆申請するたびに地積更
正登記を行っているような状態では、我々組織とし
ても、将来国民の非難をあびることがあり得るかも
しれません。不動産登記法に表示に関する登記制度
が創設され、地図及び建物所在図を備え付けるとさ
れてから、平成22年で満50年にもなります。

現状を考える
制度を改善し、国家全体を考える政治家主導とす
るならば、地図行政の各省連係を推進し法務省内に
地籍局を創ることも可能でしょう。年間全国の都市
部で13 km²行われ、さらに拡大予定である登記所
備付地図作成作業推進も勿論必要でしょうが、都
市部のDID地区12,200 km²の内、未了地区はまだ
9,700 km²あり、終わったのは2,500 km²にすぎませ
ん。我々も決して「木を見て森を見ず」になってはな
らないと思います。

将来のために、単位会の業務部と社会事業部が
準備しなければならない2点

第1　制度的な成果登録の仕組みも取り入れた「筆
界情報資料センター」構想、及び「消えゆく筆
界資料」の収集と閲覧参照システムの構築

鹿児島会の収集状況
鹿児島会では数年前から、資料センター準備室を
設け、毎年消えゆく恐れのある筆界資料について、
情報提供があった分から順次収集してきました。そ
れらのデータはPDF化し、ハードデスクに保管し
ている状況です。会員の多い鹿児島市から始めて、



8 土地家屋調査士　2010.2月号　No.637

昨年は昭和37年までの土地台帳分筆申告書（地積測
量図を含む）の写し（PDF4万6千頁）の収集が完了
しました。この情報は勿論、我々の業務である筆界
特定でも重要な資料として活用されています。現在、
区画整理完了地区の資料が面積比率で91％（2万8
千頁）、鹿児島市のDID地区内での他の資料も含め
ますと、面積比率では38.8％の資料が手元にあるこ
とになります。さらに今年度は、おいしい焼酎で有
名な伊佐地区の「ほ場整備事業」や「土地改良事業」資
料も収集予定であります。

収集の根拠
これらの作業は全て、土地家屋調査士法25条2
項の「土地家屋調査士は、その業務を行う地域にお
ける土地の境界を明らかにするための方法に関する
慣習その他の土地家屋調査士の業務についての知識
を深めるように努めなければならない。」という規定
に基づくものであり、土地家屋調査士法施行規則
29条2号の「土地の境界の資料及び境界標を管理す
る業務」にも繋がります。市町村合併により事業課
の配置転換等が行われ、古文書等の廃棄が懸念され
ており、有益な資料・情報については、早急な収集
が必要となっていることに注意すべきです。これら
は筆界に関しての重要な資料となりますが、その多
くは保管期限が過ぎていることが予想され、いつ破
棄されてもおかしくありません。

我々しかできない資料の適正な判断
当然閲覧に関しては明確なルールが必要なことは
いうまでもありません。しかし、当時の資料を扱い、
適正な判断及び分析することは、筆界の専門家であ
る土地家屋調査士にしかできないことです。もちろ
ん時代背景や当時との測量技術、法律の違いなど、
いわゆる「資料の精度」の問題も考慮しなければなら
ないでしょう。

我々は筆界情報の最大の生産者であり利用者
地籍図や街区基準点の最大の利用者であり、かつ
細部にわたる生きた筆界データの最大の生産者であ
る土地家屋調査士が、制度的に資料や経緯を後世に
残し、次の時代に引き継いでいくべきだと考えてい
ます。年間百万筆を越える情報が、土地家屋調査士

によって作成されるといわれており、我々土地家屋
調査士も、また取り扱う情報の共有化、重複作業の
軽減を願っています。街を見回してみれば、過去の
作業により蓄積された筆界に関する情報が、境界杭、
図根点も含め数多くあることに気がつくでしょう。

不動産登記規則第93条不動産調査報告書（以下「規則
93条調査報告書」という。）の利用と管理資料の蓄積
幸いにも規則93条調査報告書は、我々土地家屋
調査士の積極的な運用によって、各地の登記官と土
地家屋調査士との信頼関係及び共通認識が、全国同
一様式で確立されつつあり、官民協同型の典型的な
例となろうとしています。将来的には、調査の適格
性・客観性、分析の明確性、判断の妥当性、結論の
普遍性を確立し、XML化し情報の共有化にも資す
るものと期待するものであります。この将来にわた
り紛争予防や不動産取引の安全性を図る目的を持つ
規則93条調査報告書のデータを利用して、時間経
過により累積していく作業情報、現地におけるデー
タの把握と管理資料など蓄積していくことが、まさ
に土地家屋調査士法の不動産に係る国民の権利の明
確化に寄与することであります。
またオンライン申請においては、透明化された規則
93条調査報告書を利用し、国の考えているシステム
の方向性の中で、添付情報の原本提示も必要ないと
いうところまで信頼性を高めていく必要があります。

数値主義においても必要な小範囲での位置情報
不動産登記法が参照主義から数値主義に変わった
としても、作業方法も含めた筆界という小範囲での
位置情報が未だ重要であることは、我々も認知して
いるところです。現在は、鹿児島県土地家屋調査士
会会則92条2項「会員は、業務の適正な処理を図る
ため、必要に応じて依頼者等の承諾を得て、相互に
資料の提供をする等必要な協力をするよう努めるも
のとする。」という規定に基づいて測量作業基準を遵
守しているものとし、作業者個人の管理により測量
成果の品質管理を事後的に行い、任意で個人的なや
り取りをしています。つまり個人事務所の資料セン
ターです。これは以前の「実地調査書」と似ています。
以前の「実地調査書」は、各土地家屋調査士会ごとに
バラバラで、土地家屋調査士個人対登記官個人の信
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頼関係により、個々のレベルの共通認識で運用され
ていました。今後、透明なルールに基づく規則93
条調査報告書を、制度的な運用により、自己責任型
社会への転換も含め、さらに組織的に高度化し発展
させなければなりません。つまり情報の生産と利用
をトータルに捉え、個別から連携した情報の共有化
が必要だということです。

旧準則ただし書きの残地規定と同じく、いつまでも
不動産登記規則77条1項7号特別な事情として例外
規定を続けるか。組織としては我々しかできない。
今後不動産登記規則77条1項7号の本則運用をど
のように構築するかを考えると、いつか我々は制度
として成果を登録するシステムを構築することを宣
言すべきであると思います。測量成果の品質管理の
面を考慮すると、事後登録ではなく測量方法と成果
も含めた登記申請情報を地籍情報へと換える仕組み
を制度的に考えておくことが、組織として重要だと
考えています。また全国的にこの組織力をもってい
るのも我々だけです。登記基準点を利用した単位会
での管理センター構想、それをさらに発展させる必
要があるということです。この点で全国統一の規
則93条調査報告書のXML化も重大な意味を持つこ
とになり、現在は紙ベースの地図が電子化されただ
けのものにすぎませんが、将来XML化された規則
93条調査報告書を利用したオンライン申請対応は、
我々にとってデータの蓄積という点からも重要な位
置を占めることになるでしょう。

今後の地籍調査事業における地積測量図情報利用
土地家屋調査士も参加している「国土調査のあり方

に関する検討小委員会報告書」（平成21年8月）「http://
www.mlit.go.jp/report/press/land06_hh_000007.
html」でも、述べられていますが、地積測量図を蓄積し、
そのデータを地籍調査に利用しようとしています。ま
た官民境界を先行調査させる手法も取り入れようと
しています。
地籍調査事業では年間約70万筆の成果がでてい

ますが、我々土地家屋調査士が地積測量図により年
間生産するデータは約200万筆ともいわれています。
また最近の一定条件のもと、公図を補正することに
より備え付けられた「街区基本調査成果による14条

1項地図」などの出現により、地図の考え方、見方を
変る必要が出てきたと考えています。つまり、「基本
地図は、復元機能を免除されることによって、その
機能を高めてゆく、筆界の実際の状況は、地積測量
図が受け持つ」という考え方であり、地積測量図情
報の重要性はますます高まっていきます。現在我々
が、測量業務で用いている公差は、法律により定め
られた誤差の限度の規定にすぎません。しかし、今
後我々が必要とするのは、より小単位での位置情報
であり、時系列的なものを含む測量作業情報や位置
参照点情報と筆界確認情報などであります。真に電
子化され高度化されたXML規則93条調査報告デー
タができた暁には、地積測量図はこのデータから一
部抜き出した紙面情報にしか過ぎなくなるでしょう。

組織としての対応　目指すはGISさらにLADM
我々の組織は、いつまでも旧態依然とした専門
家職人の集まりであってはなりません。組織として
品質を保証でき、地籍制度に寄与できる集団となる
べきであります。品質の改善では無く、「標準」の制
度的な改善、つまり専門資格者としてだれが業務を
行っても「標準」が保証されるようにすることです。
さらに「標準」は時間軸において常に変化していく、
そのことを我々全員が認識しておく必要もありま
す。我々組織は、単に一世代限りの職能集団では成
り立たない時代になってきている、そのことに早く
気づかなくてはなりません。
要するに、組織的に地積測量図の座標値を扱える
仕組みであるデータ管理と品質保証、それこそが我々
が必要としている地籍制度のデータベースなのです。
このことは、規則93条調査報告書が法務局との
信頼関係を構築したことと考え合わせますと、地域
に根ざした我々土地家屋調査士がそれぞれの地域で
協力しあい、信頼性を保ちながら地域活性化に貢献
し、県民との「不動産に係る権利の明確化」の視点に
おける制度的な信頼関係を構築することに繋がると
思います。

第2　公益法人を目指している公嘱協会と協同して
「筆界情報資料センター」のシステムを構築し
運用していく
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公嘱協会は、うまく運用できればすばらしい成果を
もたらします。
幸いにも九州では、各県の公嘱協会は全て公益法
人継続移行を目指しています。当然社員は全員土地
家屋調査士であり、各々の根底には土地家屋調査士
法があることになります。皆様も公嘱協会という組
織は「うまく運用できればすばらしいものとなる。」
という考え方には賛同をいただけると思います。

不特定かつ多数の者の利益の増進
ここで公嘱協会の当初の目的を振り返ってみま
す。公嘱協会は「調査士の専門的能力を結合して設
立された公嘱協会は、官公署が公共の利益となる事
業に関して行う大量の不動産の表示に関する登記
を、適性かつ迅速に行うこと。」を目的としており、
独自の存在意義を有しているといえます。公益法人
認定法では第2条4号「不特定かつ多数の者の利益
の増進に寄与するもの」という要件があり、当然官
公署の方は公共の利益のために勤務し、公務を行っ
ています。公共の利益となる事業といえども、個人
の権利（人権）が制約することがあってはなりませ
ん。個人の権利（人権）が制約され得るのは、あくま
で他人の権利（人権）と対立する時だけです（個人の
尊重）。公共の福祉（社会の多くの人々の幸福）とい
う考えであり、官公署は公共の利益に勤めています
が、我々土地家屋調査士は官公署のために仕事をし
ているのではなく、広く国民のために業務を行って
いるのです。
不動産登記法は、国民の権利の保全を図ること、
土地家屋調査士法は、不動産に係る国民の権利の明
確にすることがそれぞれの根本にあります。我々の
品質保証された筆界情報の蓄積、それこそがこの権
利の保全や明確化に寄与する「公益の核」であると考
えています。この蓄積が生ずるそれ故に、資格者の
業務独占というものは、資格者の利益のためではな
く、国民の利益を守るためのものであるといえるの
です。

筆界情報の公益利用
「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する」筆
界情報資料センターとは、「たとえ1件の業務でも、
そのことだけに留まることなく、社会全体のために

価値ある情報として蓄積される。」というものになり
ます。一筆といえども、我々が作成している世界測
地系による地積測量図作成は、「一筆地の地籍調査」
と同等の価値があり、蓄積された地籍情報がデータ
として整備、更新されることにより、都市計画、土
地利用、防災のための資料として専門家である社員
土地家屋調査士の助言の元に公開、利用されること
で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するこ
とは明らかです。またこれらのデータは、筆界復元
や紛争解決の資料としても非常に役立ちます。

公嘱協会の存在意義
公嘱協会の社会的要素を考えると、公嘱協会は、
前述の地籍調査事業での官民境界を先行調査させる
事業において、データ管理者としても機能でき寄与
できると思われます。また公嘱協会は、現在の登記
基準点を足がかりにして、単位会の管理センターを
発展させ、公共事業型地籍調査事業や環境保護及び
農地、山林の有効活用等も提案して行くべきです。
「公益性の核」として、たとえ採算が合わなくとも社
会に貢献するために研究し、技術・情報を取得・維
持して広く国民に奉仕するといった、公的機関に代
替するような事業内容を伴った組織と成らなければ
なりません。
地図や登記の沿革といった、長年培われてきた地
籍情報、基準点情報や地図、測量図、丈量図、登記
情報、杭情報から立会情報、さらにそれらの情報を
発信・収集しやすくすることで大量、多様なニー
ズを処理するノウハウとしてのGIS化を図ること。
さらにはこれらの情報を、災害時、防災面での資料
として、また道路設計や急傾斜工事等の使用目的の
範囲内において開示することが公嘱協会の責務であ
ると考えています。

まとめ　地籍制度の専門家として手を挙げ、宣言す
る準備が必要
近年、国民の間では不動産の品質に対する関心が
高まり、不動産に関する正確かつ詳細な情報が求め
られています。国民のための資格者である土地家屋
調査士は、現地と登記及び地図の一体化を図り、本
来社会にとって必要な地図の高度化を目指さなけれ
ばなりません。たしかに地籍制度のトータルなシス
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テムを立ち上げることと、地図情報システムの維
持・管理及び、登記所の保有する情報の高度化は法
務省にしかできないことです。しかし、表示に関す
る登記の生きた情報の最大の生産者で有り続ける
我々が、公嘱協会と協同してXMLによるオンライ
ン登記申請を利用、普及させ、国民に不動産の表示
に関して正確かつ詳細な情報を品質保証して標準化
を図り、地積測量図のデータ管理情報である測量や
立会、及び調査の経緯なども残して行くことが、公
嘱協会と土地家屋調査士会の進むべき方向性である
と思います。つまり地籍制度を担う、地図のトータ
ル的な職能集団としての地位を協同して目指して行
かなければならないと考えています。従前の会の役
割であった「最低水準の維持のための公的統制」を超

え、職業専門家集団としての地位向上、「水準向上
のための自主的、自立的機能」のために会がどのよ
うにリーダーシップをとることができるか、会その
ものの存在意義が問われているのではないでしょう
か。これは土地家屋調査士法における我々の職責で
もあり、国民の期待にこたえる積極的な対応こそが、
今最も必要と考えています。最後になりますが、滋
賀県から発信され、兵庫県と共同開発し、富山県青
年土地家屋調査士会などでも実証中の「LPMS」共通
参照点情報管理システムのさらなる発展を、期待し
ている一人であることを付け加え、この意見書を終
わりたいと思います。
	 （鹿児島県土地家屋調査士会　会長）
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災害復興支援に関する専門士業全国交流シンポジウム

「我々は来るべき災害にどう備えるか？～これまでの活動の総括と今後の展望」

このシンポジウムを開催するにおいての呼び掛け
は何かなと思った時に、下記の内容の記載がありま
したので紹介します。
『全国の専門士業の皆さん、私たち、災害復興ま
ちづくり支援機構は、5年前｢今後予想される大規
模災害に備え、平常時より、市民、専門職能、研究者、
行政との連携を図り、総合的な視点から、安全安心
なまちづくりの推進に寄与するとともに、必要な政
策提言を行っていきます。私たちは、阪神・淡路大
震災10年にあたり、災害大国日本において、被害の
軽減と被災者のいち早い復興を実現するよう、でき
る限りの支援を行うことを目標に阪神・淡路まちづ
くり支援機構にはじまった専門家の支援連携活動を
全国的に広め、東京宣言を採択し、｢連携の輪｣を
広げ実践していくことをここに誓いました。｣専門
士業の皆様の多数のご参加を呼びかけ大規模災害時
に少しでもまちづくりに貢献できたらと思います。』

今回のシンポジウムの目的

阪神・淡路大震災が発生してから平成22年で15
年、新潟県中越地震も発生から5年が経過しており
「災害復興まちづくり支援機構」も設立から5年目を
迎え、その活動も一定の成果を挙げつつあります。
このほかにも、神奈川県震災対策士業連絡会、静
岡県震災対策士業連絡会、宮城県災害対策士業連絡
会、新潟県災害対策士業連絡会が結成され、それぞ
れ、独自の活動を展開しています。
そこで、阪神・淡路まちづくり支援機構をはじめ
とする、各地の士業連絡会と共に共同シンポジウム
を開催し、それぞれの活動の教訓や問題点を学び合
うとともに、関係諸団体との連携・交流を深め、今

後の災害に備えた新たな活動展開の契機となるよう
にシンポジウムの開催となりました。
そして、実際に中越沖地震における支援活動を
行った新潟県災害復興支援士業連絡会から弁護士の
齋藤　裕氏による下記の報告がありました。

報告1　齋藤　裕氏

【関連士業との連携活動】
新潟県内の以下のいわゆる士業と称される職業の
業界団体は、毎年一度代表者が集まって協議会を開
催しています。参加団体は、新潟県司法書士会、新
潟県土地家屋調査士会、新潟県行政書士会、新潟県
社会保険労務士会、関東信越税理士会新潟県支部連
合会、新潟県弁護士会、日本公認会計士協会東京会・
新潟県会、新潟県不動産鑑定士協会、中小企業診断
協会新潟県支部及び新潟公証人会（オブザーバー参
加）の10団体が加盟しており、協議会はこれらの業
界代表が会員の品位保持と職域侵犯の予防と業務の
連絡調整のために、意見交換をするとともに、懇親
も深めるというものです。

【士業連絡協議会における問題提起】
弁護士会としては、独自に電話相談等の対応を開

災害復興支援に関する専門士業
全国交流シンポジウム
「我々は来るべき災害にどう備えるか？～これまでの活動の総括と今後の展望」

日　時：平成21年11月28日（土）14：00～ 17：20
報告1	 中越沖地震における支援活動
	 新潟県災害復興支援士業連絡会　弁護士　齋藤　裕氏
報告2	 宮城・岩手内陸地震における支援活動
	 宮城県災害復興支援士業連絡会　弁護士　山谷澄雄氏
パネルディスカッション
	 各団体からの総括報告
	 各団体から各団体への質問及び意見交換
	 これからの展望

出席者　全景
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始するとともに、問題を提起し、関連士業の連携の
呼びかけを行った。
具体的には、新潟弁護士会の活動と予定を紹介す
るとともに、被災直後期における各士業への被災者
の要望の有無とこれに対する対応と広報の必要性、
そして、復興期における士業の被災者の需要予測と
関連士業の連携の必要性等であった。

【相談会の開催企画】
士業連絡協議会に建築士会、建築士事務所協会を
加えた12団体が参加して、無料相談会を開催する
ことを前提として会議を開催した。その席では、各
団体の被災者支援等の活動を紹介し合うとともに、
弁護士会との合同相談会については、官製の情報だ
けでなく県民の立場に立った具体的な情報を提供
し、救済方法のあり方についての問題意識を持つ
我々は、見方によれば自由業とされ災害の埒外にあ
るとも思われかねない士業であり被災者に対して、
県内で合同して対応することを県民に認識して貰う
ことに意義があると述べられた。
無料相談会は2005年2月11日午後1時から長岡
市で開催することが決定し、ポスター、チラシを作
成して各団体を通じて配布し、最終打ち合わせ後、
各団体の代表者が列席するなかで、弁護士会におい
て共同記者会見を開催した。

【相談会の実績】
相談者24名から相談件数26件の相談を受け、内
訳は、建築士9件（住宅の新築、補修方法、費用等）、
社会保険労務士1件（雇用保険）、公認会計士1件（譲
渡所得税）、税理士7件（雑損控除、確定申告等）、
土地家屋調査士2件（滅失登記、境界）、弁護士6件
（借地、借家、近隣関係等）であった事の報告を受け、
自分も相談会のメンバーにいつになってもいいよう
な心構えをしなくてはならないと感じました。

【中越沖地震の相談活動】
平成19年7月16日午前10時13分に発生した｢中越

沖地震｣に対して、新潟県弁護士会は現地の状況を
把握した2日後の18日に、第1回の災害対策委員会を
開催し、法律相談班を設置し、電話無料相談の開始
の決定及び現地無料相談開催方法の検討を行った。

電話無料相談は7月23日から開始し、日曜・祝
日を除く午後1時から午後4時まで毎日行うことと
した。担当弁護士は二人制とし、前半・後半に分か
れて分担し、9月29日まで継続し延べ200人を超え
る弁護士が参加した。
相談件数は7月29件、8月43件、9月8件の結果
となっている。内訳としては、近隣問題、すなわち
建物・塀・擁壁・工作物の損壊・土砂崩れ・物の落
下などの法律相談がもっとも多かった。
現地無料相談は、8月4日午前10時から午後4時
までの時間帯において開催した。11月24日まで4
会場で行い、継続し、168件の相談があり電話無料
相談同様近隣問題が最も多かった。

続いて宮城・岩手内陸地震における支援活動を
行った宮城県災害復興支援士業連絡会から弁護士の
山谷澄雄氏による下記の報告がありました。

報告2　山谷澄雄氏

【設立から現在において】
宮城県災害復興支援士業連絡会は、平成15年5
月と7月の宮城県北部地震を契機に平成17年3月に
設立され、以後、2回のシンポジウムを開催するな
ど活動を重ね、平成19年5月に｢災害時対策マニュ
アル｣を作成し、また、宮城県との協定書の締結に
向けて、協定書の字句の調整段階に至っている。
また、静岡県災害復興支援士業連絡会とも連絡を
取り合い、いろいろな課題について協議をしている。
来年に向けて｢ひとつのテーマ｣を決めて協議を
していきたいとの考えも持っているようだ。

【地震発生と宮城県災害復興支援士業連絡会の
対応】
平成20年6月14日午前8時43分に地震が発生し
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た。16日に士業連絡会緊急理事会を開催し、士業
連絡会の災害対策本部の立ち上げを決議した。宮城
県に対し、災害対策本部を立ち上げたこと、無料相
談会開催の用意があることをFAXにて通知・連絡
し、同年6月23日電話無料相談の開始、同年7月5日、
7月13日、栗原市にて現地無料相談会実施をした。

【実際に無料相談会を開催し感じたこと】
県など行政の窓口との摺り合せは思うようにはい
かず大変だった。またライフラインの復旧が第一の
重要事項で、その後に現地相談会を行った。相談件
数は市民に対しての広報活動が足りなかったため
思ったより少なく、敷居が高いとの声もあり今後対
処したいと感じた。
二件の報告は、実際に体験した貴重な話であり、
マニュアル作成、行政との対応についての今後の参
考にしていきたい。
コーディネーター　災害復興まちづくり支援機構
事務局次長の佐藤隆雄氏のもとパネルディスカッ
ションが行われ、数多くの意見が述べられた。

パネルディスカッション

【各団体からの総括報告】
静岡県東海地震対策士業連絡会
弁護士　渥美利之氏
静岡県と「静岡県震災復興相談センターにおける
相談業務従事者の派遣及び取り扱いに関する協定
書」を締結し、現在11士業との協定を結んでいる。
また、災害基金の設定（静岡県弁護士会災害対策委
員会の活動に要する費用等に充てるため会員から徴
収する特別会計）を弁護士会として行っている。
静岡県土地家屋調査士会は、静岡県・各市町との
間に「災害時における家屋被害認定調査に関する基
本協議書」を独自に締結し、災害時に家屋の被害認

定調査を行うこととしている。
神奈川県大規模災害対策士業連絡協議会
弁護士　阿部泰典氏
名簿作成、ホームページ作成、災害時のQ＆A作
成（ホームページに掲載している）、災害時のマニュ
アルについては現在作成中である。
災害復興まちづくり支援機構
弁護士　中野明安氏
各専門家と考え、都市復興模擬訓練など区市町村
職員を対象に模擬訓練を行い、都市復興への一層の
意識向上と復興手段の習熟を図るとともに、災害復
興マニュアルを検証し、内容の充実を図っている。
阪神・淡路まちづくり支援機構
弁護士　阿瀬　真氏
個別による説明会、巡回相談会だけの活動だけで

は足りず、復興まちづくりの困難は法制度上の不備
の問題に起因する面があることも否定できない。そ
こで、これに対する政策や制度の提言を行うため、
平成8年12月14日に関東・関西の公法、私法、住宅、
都市計画の研究者15名と各専門職能の実務家15名
の計30名からなる支援機構附属研究会を組織した。
研究活動の成果として、平成9年3月17日に｢提言・
大震災に学ぶ住宅とまちづくり｣（東方出版）を出版
した。是非、皆さんに読んで貰うことを希望します。
各団体とも独自の活動をし、災害復興まちづくり
のために尽力することを逞しく思います。

コーディネーターから各団体から各団体への質問
及び意見交換の投げかけに、東京の中野明安氏から
静岡の渥美利之氏へ『仙台との交流会の状況』につい
て質問があり、まず、静岡県防災センターの見学を
行い、担当者からの説明を受けた後、意見交換会と
して、連絡網の確保、工業、農業、ライフラインの
復興について議論を行った旨の報告があった。
これからの展望についての意見を求められると、
新潟県の齋藤　裕氏は、「災害は何時来るのか解ら
ないのでテンションが低くならないように定期的に
士業全体で協議会を行いたい。」宮城県の山谷澄雄氏
は、「2年に一度はシンポジウムを行いたい。」神奈
川県の阿部泰典氏は、「行政と協定締結、事務所体
制の強化を充実していきたい。」静岡県の渥美利之氏
は、「県と士業連絡会との協定災害についての広報
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活動、市町の広報が一番有効なため積極的に利用し
たい。」東京都の中野明安氏は、「行政との協定に14
の支援団体を巻き込み、専門性を役立て、復旧時の
対応をどうするか検討し、団体すべてが高い志を
持って取り組む方向にしていきたい。」兵庫県の津久
井進氏は、「団体間・研究者・行政の情報交換を平
時から取り連携を深め、市民・NPOとの連携によ
り佐用町の復興フェスティバルなど良い運用例もあ
るので積極的に取り組みたい。」と、それぞれの意見
が述べられ、また、名古屋・福岡・北海道などには
災害に対する団体がないので設立を支援していきた
い旨、積極的に意見が出された。
最後に参加者一同として、下記の共同宣言がなさ
れた。
①2010年7月を目処に、災害復興支援士業全国
ネットワークを設立します。

②各地に災害復興支援士業組織の設立を呼びかけ
るとともに、その設立を支援します。

参加して感じたことは、このようなシンポジウム
をより多く開催することにより、災害についての意
識を高めて行かなければ、何時起こるか解らない災
害には対応できないこと、より多くの士業の連携と
情報交換が大事だと感じました。その後、懇親会が
行われ、日本土地家屋調査士会連合会の松岡直武会
長挨拶の後、司会者より静岡県土地家屋調査士会の
木村保成会長に静岡県と静岡会の『災害時における
家屋被害認定調査に関する基本協定書』についての
経緯・内容についての報告を求められ、土地家屋調
査士もより多く係わっていると思いました。
	 取材：広報員　赤堀一通

連合会会長　松岡直武氏　挨拶 静岡県土地家屋調査士会
木村保成会長の報告
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つくば国際ウオーキング大会に参加して

つくば国際ウオーキング大会 
に参加して

平成21年11月8日、第3回つ
くば国際ウオーキング大会が、つ
くば市立中央公園を会場に開催さ
れました。会員有志がボランティ
アスタッフとして参加、会場への
誘導、グッズの販売等のお手伝い
をし、他の会員もウオーキングに
参加、先輩ウオーカーの皆さんと
各コースを観歩いたしました。
この大会は、平成19年につく
ば市制20周年記念事業として開
催され、今回で3回目を迎えます。
第1回は、中央公園を会場に開催
され、研究学園都市を巡る3コー
スと、筑波庁舎を基点とする「つ
くば山麓むかし道巡り」3コース
が企画され、秋晴れの中1,100名
を超えるウオーカーが集いまし
た。第2回は、つくば市筑波庁舎
を会場に「つくば山麓むかし道巡

り」3コースでの開催でした。昨
年の第3回大会は、研究学園都市
内の公園、国土地理院、筑波宇宙
センターを巡る3コースの設定で
す、当日も絶好のウオーキング日
和となり、神奈川県、福島県を
はじめ近県各地から約600名のウ
オーカーが集いました。参加者の
多くは、各地域のウオーキングク
ラブの会員ですが、子供連れのご
夫婦、若いカップルの姿も見受け
られました。我々は過去2回、ボ
ランティアスタッフのみの参加で
したが、今回は会員相互の親睦を
深める事業として、また、ウオー
カーの方々とのふれあいを通じて
土地家屋調査士制度のPRができ
るのではないかと思慮いたしまし
て、支部作製のグランドコート
（背に支部名入り）を参加会員全員

が着用して、ボランティアスタッ
フ、ウオーキングに参加いたしま
した。
まず、前日行われた「せっかく
ウオーク」をお伝えいたします。
「せっかくウオーク」のコースは、
「美しい日本の歩きたくなる道
500選」に選定された「つくば山麓
むかし道を巡るみち」の一部10km
で、筑波庁舎をスタートして北条
の街並み、無量院を巡り、普門寺
でお茶のふるまいを受けながら足
の疲れをいやしました。資料によ
ると、「この普門寺は元亨年間に
筑波山麓一帯で布教活動を行って
いた乗海大和尚によって開創され
た寺院であり、のちに常陸国の豪
族小田氏を大檀越に迎えて隆盛を
きわめた。明治以後荒廃したが昭
和になって大改修を行い、格式を
誇った昔のおもかげを多少なりと
もよみがえらせている。」とある。
残念ながら寛政年間に再建された
とある本堂は12月に焼失してし
まいました。

茨城土地家屋調査士会　土浦支部長　村上恒雄

支部グランドコート・参加者ゼッケン

出発前の様子
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帰路は、しらたき橋で折り返し、
昭和55年に国史跡に指定され、平
成9年から6年をかけて復元された
平沢官衙遺跡、大池公園、北条の
街並みを巡り筑波庁舎に帰るコー
スです。この日の参加者は約40名
ですが、500選を完歩しょうとす
る意気込みのあるウオーカーです、
ウオーキングスタイルで身を固め、
もくもくと歩行されていました。
初心者の私は、足にまめをつくり
ながらけんめいについて歩きまし
た。大会事務局の小林氏のお話で
は、リュックサックの中身は雨具、
タオル、着替え、飲み物等であり、
万一のときにそなえて両手を自由
にしておくこと、靴は足にフィット
するものを履き、踵から着地する
ように歩いてくださいとのアドバ
イスをいただきました。

日調連役員・茨城会役員・ 
土浦支部ブースの会員

大会当日の開会式は、県ウオー
キング協会会長の堀野正勝氏、日
調連副会長の大星正嗣氏の挨拶、
記念植樹等のセレモニーがとり
行われ、最後に準備運動でいよ
いよスタートです。午前10時に
20km、10km、5kmコースの順に
スタートしていきました。手ご
ろな距離なのか10kmコースのエ
ントリーが1番多く、次が20km
コースで、5kmコースはわずかで
した。辞書によればウオーキング
とは、健康増進や運動のために
歩くこと、ウオーキング・レー
スの略とあります。協会役員の
お話では、クラブ会員の年齢は
60歳代がもっとも多いのですが、
毎日10km前後歩く人、週に数日
20km歩く人、時速7、8kmで約
20km歩く人もいらっしゃると伺

い、5kmにエントリーした私は、
ただただ感心するばかりです。し
かし、前日の「せっかくウオーク」
で足にまめをつくり、ウオーキン
グを散歩の延長と考えていた私に
は、5kmは手ごろな距離でした。
70歳代の人が多く、歩く早さも
適度なものです、おかげで雑談を
しながら観歩することができまし
た。午後4時過ぎにはすべての参
加者がゴールし、お楽しみ抽選会
で盛況のうちに大会は終了いたし
ました。今年は6月に開催される
予定です、東京方面からのアクセ
スも便利になっていますので、ぜ
ひ参加されてはいかがですか、ス
タッフともどもお待ちいたしてお
ります。

土浦支部ブース
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1．センター設立までの経緯・
経過

（1）はじめに
不動産登記法の改正、筆界特定
制度の創設など、我々土地家屋調
査士を取巻く環境の変化の中、平
成16年から当会のADRへの取組
みを始めました。最初に行ったこ
とは、先行会への視察、ADR担
当者との交流会などで情報収集を
行いました。この頃の鳥取会は、
ADRセンターについて明確な方
向性はありませんでした。平成17
年12月25日に、大阪会の西田寛
先生をお招きし、設置検討会を開
催し、その中で、先生からADR
について発せられる一言一言を
お聞きし、何のために「この鳥取
でADRを設立するのか」を考えた
時、自分達の甘さをつくづく感じ
たことを、今でも覚えております。
本会として、ADRセンターを創
ることの意義、覚悟そして一歩踏
み出す勇気を持つことを教えてい
ただいたと思います。鳥取には鳥
取なりのADRセンターの必要性、
独自性があるのではないかと考
え、全国で50番目の設立でいい
から時間をかけて、会として真剣

に取り組むこととしたのです。
具体的にADRの設置に取り
組み始めたのは、平成19年度の
定時総会の承認事項に基づいて
「ADR設立準備検討

4 4 4 4

委員会」が設
置され、センターの必要性、方向
性を検討することに着手したこ
とからでした。同年7月18日に、
鳥取県弁護士会へADRセンター
設立について協力の申し入れをさ
せていただいたところ、その後、
設立に関し協力いただける旨の回
答をいただきました。弁護士会か
ら派遣いただいた担当弁護士を交
えた委員会を開催し、平成21年
度中を目途に設立する旨の答申を
当会会長へ提出しました。

（2）ADR設立準備委員会の設置
平成20年度の定時総会におい

て、「境界問題相談センターを設
置することができる」との会則変更
が承認され、ADR設立準備検討

4 4 4 4

委
員会からADR設立準備

4 4

委員会へ
移行し、本格的な準備へ入ること
となりました。まずはおおまかな
設置するセンターの概要と設立ま
での2年間のタイムスケジュール
を組み立て、弁護士会へ提案する
必要がありました。弁護士会へ提

案した概要は、①紛争解決の前提
として「受付面談」を取り入れるこ
と。②鳥取県の地域性などを考慮
し、「受付面談」と「相談業務」は県
下3箇所（鳥取市、倉吉市、米子市）
で開催する。但し、「調停」は鳥取
市で行う。③センターには土地家
屋調査士会会員のすべてが関与す
る。以上を基本に考えました。こ
れについて、弁護士会からは、①
「受付面談」の必要性と実施内容に
ついて、②「取扱う紛争の範囲」に
ついての具体的事例、③現行の裁
判調停と比較して、センターの設
立趣旨（ウリ）は何か。などの課題
が提議されました。これらに対応
するため、当会が実施してきた過
去5年間の無料相談会等の内容を
取り纏め、土地家屋調査士では取
り扱えなかった事案について、セ
ンターができたら扱えるかどうか
など、予想される事件数、扱った
場合どのように振り分けられるか
を想定した資料を作成し、センター
の概要を確立するための協議結果
とあわせて、弁護士会へ提出し、
理解をいただくことができました。
その他にも、鳥取地方法務局、
鳥取県協働連携推進課などの関係
機関とも当センターとの連携につ

じっくり、しっかり、ていねいに！

『境界問題相談センターとっとり』設立

じっくり、しっかり、ていねいに！
『境界問題相談センターとっとり』設立

境界問題相談センターとっとり　センター長　贄
にえ

川
かわ

　清

平成21年11月22日に、鳥取県弁護士会のご協力のもと「境界問題相談センターとっとり」を設立しました。
そして、11月24日より運用を開始しております。当センターは、当事者からのお話を『じっくり、しっかり、
ていねい』に聴くことをキャッチフレーズに、土地境界紛争を抱える当事者自らが土地境界紛争を解決する
きっかけとなるような手続きの場を提供することを大切な理念と考えています。82名の小さな会が、設立
までに歩んだ約5年間の取組みなどを紹介させていただきます。
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いてご協力いただきながら準備を
進めてまいりました。

（3）いよいよ設立
平成21年度定時総会において、
会員の賛同を受け「境界問題相談
センターを21年度中に設置する、
名称は『境界問題相談センター
とっとり』とする」ことが承認され
ました。まずは設立日を11月22
日と決め、具体的な準備に入りま
した。「運営企画」、「諸規則制定」、
「人材育成・研修」とそれぞれ担当
者を置き、準備委員会毎に全体協
議をするスタイルで進めました。
特に規則策定には苦労しました。
8月から10月にかけての委員会で
は、朝10時から夜10時まで長時
間の協議をし、委員の体力も限界
だったと思います。字句の修正を
除く諸規則ができ上がったのは10
月下旬でした。設立までに、やる
ことはまだまだ山積みの状態でし
たが、先行会から貴重な資料の提
供などのご協力、ご支援と設立準
備段階からADR関連の研修会講
師でご指導をいただいている白鴎
大学和田直人先生の助言をいただ
いて、何とか乗り切ることができ
たと思います。そして、鳥取県弁
護士会と当会は「『センターとっと
り』の設置運営に関する協定」を結
び、平成21年11月24日から運用
を開始する運びとなりました。

（4） 鳥取県弁護士会とのかかわり
～協力から協働へ～
鳥取県弁護士会は、鳥取県土地
家屋調査士会と同様に小さな会で
す。会員数が24名だった平成12
年に、鳥取県の司法過疎を解消す
るため、10年以内に会員数を倍
増する計画を策定されました。こ
の計画を、見事に8年あまりで実
現され、現在の会員数は49名で

す。若い先生方も多く、
ADRの取組みについて
興味を持たれている先
生も少なくはないよう
です。
さて、弁護士会では当
初より当会センター設
立については、重要案件
として取り扱っていた
だきました。常議員会で
は協議、決定はされてい
ましたが、全会員に当セ
ンターへの協力につい
ての理解と周知を図っ
ていただくため、臨時総
会がセンター設立2週間
前の11月9日に開催さ
れ、無事承認いただくこ
とができました。
そして、11月22日、まさに『い
い（11）夫婦（22）の日』の調印式で
は、「弁護士法第72条を逸脱しな
いこと」などが明記された協定書に
弁護士会、土地家屋調査士会の両
会長が署名を行い、硬い握手の後、
報道機関に向けて記者発表を行う
ことができました。平成19年7月
に弁護士会へ当会ADR設立に関
する協力について申入れをさせて
いただいてから約2年余り、セン
ター設立の協議を積み重ねていく
過程で、弁護士会担当役員、当会
のADR設立準備委員との信頼関
係が築けたのではないかと感じて
います。数年前まで特に縁がなかっ
た弁護士会と土地家屋調査士会が
当センター設立準備を通じて、こ
のようなお付き合いができるよう
になったことは本当に意義がある
ことだと思います。これをきっか
けとして、ADR認定土地家屋調査
士の活用についての課題でもある、
共同受任の推進にも繋がっていく
ものと思います。

2．調印式・設立記念式典

開設に先立ち、平成21年11月
22日（日）に「ホテルモナーク鳥取」
（鳥取市）において、弁護士会との
協働運営に関する調印式及び当セ
ンター設立記念式典及び祝賀会を
開催しました。ご臨席いただきま
した来賓の方々は次のとおりです。
・鳥取地方法務局長　田賀満雄様
・鳥取県知事　平井伸治様
・衆議院議員　石破茂様
・鳥取市副市長　深澤義彦様
・日本土地家屋調査士会連合会会
長　松岡直武様
・土地家屋調査士会中国ブロック
協議会会長　髙山吉正様

調印式　西村調査士会会長と寺垣弁護士会会長

平成 21 年 11 月 22 日 
 

『境界問題相談センタ－とっとり』設立趣意書 
 

鳥取県土地家屋調査士会 
会 長  西 村  勳 

 
土地家屋調査士制度制定 60 周年を目前に振り返るとき、私たち土地家屋調査士は、

これまで土地境界の専門家として表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、不動産

に係る国民の権利の明確化に寄与してまいりました。また、近年の不動産登記法改正

により、新たに筆界特定手続代理業務及び認定土地家屋調査士の一定の条件下での民

間紛争解決手続代理業務が制度化され、土地家屋調査士の新たな分野での活用が期待

されているところです。 
土地というものは、いわゆる近代土地所有権の確立がなされて以来今日まで、取引

の対象として、日本経済を支える大きな柱として存在し、利用されてきました。現在、

社会環境は大きく変化し、希薄な人間関係から従来の地域コミュニティ－は崩壊しつ

つあり、これにともない土地の境界紛争も増加しております。また、境界紛争には隣

人同士の様々な過去・現在にわたる出来事が内在しており、円満な解決は困難となり

将来に禍根を残す場合も少なくありません。  
 このような状況下において、人々がそこに住まいをし、家族と平穏安寧に暮せる環

境作りのために、私たち土地家屋調査士が、境界紛争を抱えておられる方々のために、

今どう進むべきか、何ができるのか、と考えるときＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）機

関をひとつのツールとして利用させていただき、少しでも地域社会への貢献を図るべ

きと考えました。  
 新しい制度と向き合うべく、当会は鳥取県弁護士会の協力のもと、「境界問題相談セン

ターとっとり」を設立し、従来の紛争解決手段である裁判での訴訟手続や法務局での筆界特

定手続と効果的なつながりをもって、新たな紛争解決手段として社会に定着していく

ことをめざしたいと考えております。 
当センタ－は、境界問題でお悩みの方々「一人一人の声を丁寧に聴く」という姿勢

を大切にし、事案にあった最善の方策を当事者と共に考え、弁護士と土地家屋調査士

が、それぞれの専門性を生かしたアドバイスやサ－ビスを提供し、利用者の皆様から、

身近なものとして受け入れられ、信頼され、利用されていくことをめざし、利用者に

とって円満かつ満足のいく解決が出来るよう十分にお手伝いをさせていただきます。 
つきましては、本センタ－の設立の趣旨をご理解いただき、多くの皆様にご利用い

ただければ幸いに存じます。  

センタ－設立趣意書
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・日本司法支援センター鳥取地方
事務所所長　松本啓介様
・広島県土地家屋調査士会会長　
寺尾瑞尚様
・山口県土地家屋調査士会会長　
西本聡士様
・島根県土地家屋調査士会会長　
加藤俊彦様
・境界問題相談センターおおさか
運営委員　西田寛様
・白鴎大学専任講師　和田直人様
以上の方々を含む35名のご来賓と、
弁護士会からは寺垣琢生会長をは
じめ7名、当会会員より30名の総
勢72名の皆様に出席していただき、
式典及び祝賀会が盛会のうちに終
わることができました。当日は大
変お忙しい中、ご臨席を賜りまし
たご来賓の方々に御礼を申し上げ
ます。これからセンターを運営し
ていく上での励みにもなりました。
ありがとうございました。

3．センターとっとりの概要

「境界問題相談センターとっと
り」は全国で39番目の設立とな
り、中国管内では、広島、山口、

岡山についでとなります。鳥取県
では弁護士会の協力のもと行われ
る唯一のADRセンターとなりま
す。当センターには、運営委員と
して、土地家屋調査士2名、弁護
士2名。受付面談員は全会員を対
象として所定の研修を受けた者、
土地家屋調査士相談員は実務歴5
年以上会員、土地家屋調査士調
停委員は実務歴10年以上の会員、
弁護士相談員、調停員は弁護士会
の推薦を受けた者とし、当会事務
局員2名が携わります。
当センターが取り扱う対象の事
案を「土地の境界に起因する民事
に関する紛争」とさせていただき、
当事者が抱える土地境界の紛争を
できるだけ多く、広くすくい上げ、
あらゆる土地境界に関して対応す
ることとしました。また、東西に
長く位置する鳥取県の地域性、経
済圏なども考慮し、隣接する他県
についても可能な限りお話をお聴
きする姿勢をとっていきたいと考
えています。主な手続きは次のと
おりです。
①受付…電話、来所のみ毎週月曜
日から金曜日の午前10時から午

後4時において当会事務局にて
受付事務を行います。受付面談
を希望される場合は受付面談申
込申請書をお送りいたします。
②受付面談…事案の整理を行い、
以後の手続の円滑化を図ります。
この対応は利用者の利便性を考
慮し、無料で県下3箇所（鳥取市、
倉吉市、米子市）で開催し、土
地家屋調査士委員2名（2名の実
務歴の合計が10年以上）が事案
の内容をお聴きして、センター
で扱える事案かどうかを判断し、
調停あるいは相談に進む意思、
希望があるかを確認いたします。
③相談手続…この対応については、
受付面談と同様に県下3箇所に
おいて開催し、土地家屋調査士
委員1名、弁護士委員1名が相談
の内容をさらに詳しく、法的判断
を含めた紛争事案の相談、助言
及び調停に進む意思などを確認
いたします。この手続は有料（1
時間15,000円）となっています。
④調停手続…調停を希望される
場合は、調停申立（申立手数料
20,000円）を当センターに行い、
相手方の応諾があった場合に有
料（期日手数料20,000円）の調
停を行います。この対応につい
ては、当センター（事務局内）
において開催し、土地家屋調査
士委員1名、弁護士委員1名が
当たります。
調停で合意が成立いたしまし
たら、「和解合意書」を作成しま
す。

4．設立後の状況と今後の課題

設立して約1月余りとなります
が、現在までの電話問合せが数件
で、手続の実施までには至ってい
ません。事件数や成立件数のみに
左右されることなく、当事者に対し、

松岡連合会長の祝辞 石破衆議院議員の祝辞

田賀鳥取地方法務局長の祝辞 平井鳥取県知事の祝辞
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温かい気持ちで接し、「今ここでで
きることは何か」を常に念頭に置き
ながら、当事者にとって本センター
に来てよかった、この調停員に会
えて良かったというようなセンター
を目指したいと考えています。
今後の課題として、『広報活動』、

『ADR認定土地家屋調査士の活
用』、『厳しい財務状況と後継者確
保』などが挙げられると思います。
自分たちが創ったADRですの
で、あらゆる視点から手法も含め
て「戦略」をしっかり考えていくこ
とが必要であると思います。

5．終わりに

当会が考えたセンターの特色の
ひとつとして、県下3箇所で開催
拠点を設けたこと。これは県民目
線に立ち地元に密着すること。そ
してADRを「サービス」として提
供することです。訴訟では真の解
決に至らなかった案件でも、手軽
（敷居の低さ）に利用できるADR
は、迅速な紛争処理、人間関係の

センター　リーフレット

修復も可能となり得る場合もある
と思います。ADRという新たな
分野で我々土地家屋調査士が活躍
するために必要なことは、より多
くの会員が関わること。そして、
我々の持つ専門性を如何なく発揮
し、紛争解決に導くこと。それが
県民の皆様へ我々の専門性を広く
認識していただくことになると考
えています。ADRに取り組むこ
とによって、適切な行動規範、内
部的な苦情処理への対応、そして
紛争解決の提供が我々の資質を向
上させ、ひいては当会にとっての
利益となる。そこに「ADRを設置
する意味」があると思います。
私たち鳥取会は、境界紛争に関

してやっと県民の皆様へお手伝い
させていただくためのスタートライ
ンに立ったに過ぎません。「境界問
題相談センターとっとり」は、県民
の皆様がいつまでもお隣同士とし
て笑顔で暮らし続けることのでき
るランドマークでなくてはなりませ
ん。そのためには会員一人ひとり
が一番の広報マンとなり、センター

を支え、継続、発展させていく必
要があります。会員数が80名余り
の小さい会ですが、だからこそ地
域に根付き「県民のための住みやす
い目印」として、皆様に愛され、育
てていただけるよう努力していか
なければならないと考えます。

最後になりましたが、設立にあ
たって、お世話になりました連合
会役員の皆様、先行会の諸先生方
からのご助言や、ご協力とご支援
のおかげであると深く感謝してお
ります。ありがとうございました。
また、当会会員の皆様には長き
準備期間を支えていただきありが
とうございました。そして、日常
業務までも犠牲にして、一緒に頑
張ってくれたADR委員の皆さん、
土地家屋調査士ADR機関39（「サ
ン・キュー」）番目にあやかり、本
当に感謝・感謝です。
本誌をお借りし御礼申し上げま
す。
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オンライン申請促進委員長向井の感想と申請体験談

四国ブロック協議会オンライン登記申請促進組織
リーダー　向井靖憲

オンライン申請促進委員会の委員長として、早い
もので約2年余りがたちました。すでに私の事務所
ではオンラインで登記申請をしていたものの、会員
の皆様に広めていくにはどのようにしていったらよ
いのか全くの手探り状態でしたが、他の促進委員会
のメンバ－の方たちとも会合を重ね、私の所属する
香川県土地家屋調査士会西讃支部やその他の支部研
修会でもオンラインの研修を実施しました。
最初は会の皆様も「オンライン申請とはどうやっ
てするのか」ということから入り、最近は少しずつ
ですが申請をされている会員の方も増えてきており
ます。
さて、そんな中、香川会丸亀支部の会員の方が初
めてオンライン登記申請（特例方式）を行うというの
でソフト販売会社の担当者とともに、実際に事務所
にお邪魔し、拝見させていただきました。
申請する登記事件は分筆登記です。申請情報の作
成はA社の申請書作成専用ソフトで作成しCADソ
フトで地積測量図を作成した後、DocuWorksプリ
ンタ（DocuWorks（5.0））でTiffファイル形式に出力
後、申請書作成専用ソフトでXML署名を行い図面
の準備は完了しました。
この時、調査報告書が作成されていなかったので
作成すること約1時間、でき上がった調査報告書も
申請書作成専用ソフトで電子署名を行い全ての準備
が完了し、いよいよ申請です。
始めに法務省オンライン申請システムにログイン
→申請情報に電子署名を行い送信→申請完了とや

はり有償のソフト
は一連の作業がス
ムーズです。内訳
表を作成後一連の
書類を取りまとめ
た、後は登記所の
窓口へ「原本提示」
に行くだけです。
後日、法務局か

ら「図面が開かな
い」との連絡があっ
たと聞き、たまたま
申請した法務局が
私の事務所の近く
だったので直接法
務局の担当者に内
容を尋ねてみたと
ころ、「存在しない
圧縮形式が返却されました」とエラーメッセージが
出て図面が開かないとうかがいました。原因は「オ
リエンテーションタグ＝1」でない場合だそうです。
このような不具合の原因は、ソフトのバージョンな
どが関係する場合が多く、そういった点ではいろい
ろ難しいところです！
12月のある日、先輩調査士M氏に「オンライン申
請はその後どうですか」と電話をしたところ、「パソ
コンの環境設定はできているが、ただ、うまくでき
ているか不安で、申請の時に誰かに見てもらいなが
らやってみようと思っている」とのことで、我が支
部のオンライン登記申請促進委員のK氏にお願いし
ているとのことでした。私もその現場に立ち会わせ
て欲しいと頼んだところ快諾を得たのでここに御紹
介します。
申請事件は、「土地表題登記」、事前に準備されて
いた書類は、委任状、住民票、登記承諾書です。申
請情報作成は、申請書作成支援ソフト（法務省のも
の）で作成しました。今回、申請に使用するパソコ
ンは、乙号申請だけをしていたパソコンだったので、
念のため“らくらく”でICカード関係のソフトのイ
ンストールといった環境設定を行い、パソコンの準
備は完了しました。
次に申請情報を作成しようとしたのですが、調査
報告書が作成されていなかったのでM氏が作成し
ている間にAcrobat9をインストールしておきまし
た。調査報告書が完成して申請情報作成再開です。
法務省の申請書作成支援ソフトを起動して新規作成申請完了画面

お父さんうまくいって良かったね
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→フォルダの指定→登記申請書（表示の登記）→登記
申請書（表示の登記）（代理申請用）と進んで申請書の
内容を入力する画面にたどり着き登記所選択から不
動産の表示を入力し、表示、チェックを何回か繰り
返し申請情報の準備が完了しました。
ここで調査報告書にAcrobatで電子署名を行い、
図面は日調連のXML署名ツールでXML署名を行い
ました。申請書作成支援ソフトで添付情報を追加し、
申請システムにログイン、申請情報ファイルを読み
込み、申請書の表示で内容の確認した後に申請情報
に調査士ICカードで署名を行った後に送信、確定ボ
タンをクリックしてオンライン申請完了です。
そこに先輩M氏の笑顔がありました。その後、
内訳表に受付番号等を入力し、原本提示用の委任状、
住民票、登記承諾書、現地写真（もちろんカラー）、
案内図、市の税務課通知用申請書図面を取りまとめ
準備は完了しました。後は法務局へ原本提示及び提
出するだけです。これで今日の作業は終わりです。
帰りの車の中、K氏と私は「やっぱり現場やなあ」
と感じるとともに、とても充実した気持ちでM氏
の事務所を後にしました。
後日、M氏よりメールが届きました。ご紹介いた
します。
「団塊世代でアナログ人間の土地家屋調査士歴30
年の私に、歳末のある日、オンライン申請促進委員
長の向井さんからオンライン申請の準備状況の問い
合わせの電話をいただいた時の不安いっぱいの返答
に堪え兼ねたのでしょうか、一度見てあげようかと
の提案を受けました。
ただ、これまでの自分を振り返ると、数年前から
のオンライン申請に関する研修会には、必ず出席す
るも、余り現実感もなく漠然と過ごしてきました。
そんな私に追い打ちを掛けるような情報が（租税

特別措置法第84
条の5施行に伴う
登記）建物表題登
記における登録免
許税の減税は、オ
ンライン申請によ
る建物表題登記の
みとの条件がつい
たとのこと…。オ

ンライン申請に消極的であった私も本気でオンライ
ン申請を設定しなければと思っていた時のMさん
の電話は、正に渡りに船でありました。
当日は、私1人では心許無いのでオンライン申請
のベテランK氏の応援も得て初めてのオンライン申
請に挑戦です。
とりあえずオンラインの乙号申請は経験済ではあ
るが、甲号申請は初めてで必要な物の準備を行いま
した。調査士ICカード、カードリーダー。オンラ
イン申請書の作成はすでに乙号申請で体験していま
したので、さほど戸惑いはありませんでしたが、添
付書類を取り込む時にいろいろな決まりごとに注意
をしなければならない点は、今後も苦労する気がし
たものの、3時間くらいでやっと初申請が終わり、
指導していただいた2人には感謝の気持ちでいっぱ
いです。土地家屋調査士会の平均年齢が50代後半
であることを思えば、私と同じくらい不安感を持っ
ておられる人が多いと思うので、もっと簡素化され
たオンライン申請システムの改良が切に望まれま
す。
最後に、法務省が平成22年末までに行うオンラ
イン申請システムの簡素化が早く実施されることを
期待します。」
このように、M氏のK氏や私に対する感謝の気持
ちと、今後のオンライン登記申請に対する要望など
M氏の熱い想いがしっかりと伝わり、最後に二人の
初めて甲号申請をオンラインでする現場に立ち会わ
せもらって参考になりました。
このオンラインシステムの問題点もいろいろ聞き
ます。私も疑問に思うところもありますが、まず
やってみて、繰り返し経験し、使いやすいシステム
にする要望をしていけばいいと思います（それがど
こまで通用するかわかりませんが）。また、オンラ
イン申請で疑問に思ったことや分からないことにつ
いては、日調連のホームページ「会員の広場」のオン
ライン申請関連専用掲示板を利用するのも良いかと
思います。ほかにも土地家屋調査士のホームページ
も色々あり、私も勉強させてもらっています。この
文章が掲載される頃には全国の土地家屋調査士の皆
様が数多くオンライン申請を行っているといいなと
思っております。

真剣です
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外部講師養成講座の開講

～寄付講座における大阪土地家屋調査士会の取り組み～

大阪土地家屋調査士会（以下「大阪会」という。）か
ら始まった、大学での寄付講座を全国に拡大・充実
させるため、日本土地家屋調査士会連合会（以下「日
調連」という。）でも広報部の事業計画の中に組み入
れ、全国会長会議や会報等を通じて情報提供を行っ
てきました。
先般、大阪会から日調連に対し「外部講師養成講
座の開講について」の通知がありました。これを大
阪会の了解を得て全国の土地家屋調査士会に案内を
させていただいたところ、徳島会、愛媛会の会長を
始め、長野会、愛知会、石川会、福岡会等、大阪会
以外から30名近く参加して総勢70名余の会員が受
講しました。今回の研修では大阪会・横山会長の開
講の辞で始まり、同・井畑副会長が寄付講座につい
て総括しました。次に同・産学交流学術研究委員会
の山脇副委員長が実際に大学の教壇に立って講義さ
れた経験談とその心構えについて説明、休憩をはさ
んでコトハナ・セミナーの木下通文氏が話し方の専
門家として受講者一人一人に語りかける実践的な講
義で大変わかりやすく好評でした。最後に同・和田
広報部長による閉会の辞で3時間におよぶ講師養成
講座は終了しました。運営にあたった大阪会の関係
者には、資料作成等で大変ご苦労をおかけしました。
改めて感謝申し上げます。本来なら講座全体の報告
をしたいところですが、紙面の都合もあり今回は大
阪会・井畑副会長による「総括」について報告させて
いただきます。

まず、横山会長から大阪会が取組む大学での寄付
講座について、その拡充と育成が重要な課題であり、
講師養成の意義について述べられ、開講の挨拶とし
ました。
次に、井畑副会長から、今まで実施してきた寄付
講座の総括として、以下のレジュメの項目に従って
説明を行いました。
1．「はじめに」の項目では、寄付講座と土地家屋
調査士会・寄付講座と大学・寄付講座と学生と題し
て、当時、大阪土地家屋調査士会制度研究会で編集
した「土地家屋調査士の業務と制度」の執筆者に多く
の大学教授を起用し、その出版の趣旨、目的等につ
いて説明、意見交換を行っているうちに各教授との
交流が始まり、特に京都産業大学では、村田教授と

横山慶子会長挨拶 井畑正敏副会長

講義風景
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の出会いで寄付講座の話が進み、協議が深化して
いった経緯が話されました。現在では、同大学の受
講者は300人を超える盛況ぶりとなっているとのこ
とであり、講師となった会員が日々研鑚を重ね努力
することで、自己能力の啓発にもつながり、結果的
には優秀な会員の輩出にも寄与していることとなっ
ています。また、寄付講座で学生が一番求めている
こととして、自分たちが大学で勉強していることが、
社会においてどのように機能し、役に立っているの
かを知りたがっており、このことを常に念頭におい
て講義すべきであると説かれました。この法律はな
ぜ必要なのか、他の法律との比較、判例を考慮し説
明することで学生の興味を引きながら講義をするこ
とが大切です。そして、また、1年間のカリキュラ
ムの内容についても言及され、学生には一貫性、連
続性をもって理解させることの重要性を強調されま
した。大阪会の産学交流学術研究委員会では、全国
に拡がりつつある寄付講座に対し、教材の検討を始
めているとのことでした。
2．「寄付講座の目的」では、国民がもつ権利の明
確化に寄与することを目的とした表示に関する登記
制度の担い手の発掘、また業務に対する理解を得て、
学生の職業選択の幅を広げる等が考えられますが、
一方で、土地家屋調査士としての社会的使命、社会
貢献、広報活動の一環としてとらえることもできる
のではないか。また、視点を変えて、土地家屋調査
士が大学の教壇に立って教鞭を取ることでステータ
スを得ることに意義を見出すことにもつながること
を強調されました。以下、3．「受講生にとっての
講座、単位取得」、4．「講座の内容について項目の
連続性と分断」、5．「法学部学生の実体法に対する

山脇優子講師 木下通文講師

思考プロセス」、6．「レジュメの活用、資料の使い
方」等について熱い講義が続き、講師を目指す会員
にとって大変有意義な研修となりました。特に、資
料として土地制度と歴史的沿革及び判決事例、判例
解説等100ページ以上ある冊子が受講者全員に配布
され、講師である大阪会・井畑副会長の意気込みが
感じられた講義であったことを申し添えて報告とし
ます。

なお、参考までに平成22年1月現在、寄付講座
に関する各会の対応は以下のとおりです。
〔実施している会〕
大阪会…近畿大学、関西大学
京都会…京都産業大学
近畿ブロック協議会…同志社大学
千葉会…明海大学

〔実施予定〕
東京会…国土建設学院

〔検討中〕
奈良会…奈良大学
愛知会…名城大学
香川会…香川大学
愛媛会…愛媛大学

〔資料送付〕
熊本会、宮城会、札幌会

〔外部講師養成講座受講〕
長野会、兵庫会、和歌山会、石川会、福岡会、徳
島会

日本土地家屋調査士会連合会　副会長　大星正嗣
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大阪土地家屋調査士協同組合は、大阪土地家屋調
査士会会員であり、協同組合へ出資金（一口10,000
円）を預けることで加入できます。協同組合の事業
として次の4部門が設置されています。

1．購買事業部…	業務に必要な用紙類の共同仕入に
よる販売や商品開発、登記印紙・
収入印紙の販売

2．斡旋事業部…	事務用品及び消耗品等の共同購入、
図書・機器等の購入斡旋販売、組
合ブランド商品の開発・研究・販
売

3．情報事業部…	協同組合だよりを会報に掲載し、
活動の案内を行なう。大阪会会員
専用ホームページでの商品紹介等
の情報提供

4．厚生事業部…	慶弔見舞金の支給、土地家屋調査
士賠償責任保険、拠出型企業年金
保険、団体所得補償保険、労働保
険等の団体振込制度を活用した加
入斡旋、事務手続きの代行業務、
ボーリング大会の実施、ゴルフ場・
旅行の斡旋等の福利厚生事業

以上、簡単に取扱業務の紹介をさせていただきま
したが、組合員のニーズに対応したきめ細かなサー
ビスが提供できる体制が整っています。ここで紹介
した事業以外にも、協力業者の紹介や協力業者から
の特典・割引サービス等の案内、組合員から中古測

大阪土地家屋調査士協同組合理事長との意見交換

量機材を買い取り、新入会員向けにリースするとい
うリース業務の実施なども行なっています。ただし、
設立にいたるまでは、並々ならぬ苦労があったこと
もお聞きしました。大阪府の審査が厳しく、設立の
認可がなかなか下りなかったこと、設立同意者の数
を多くしてしまったために、すべての同意を受ける
のに大変な労力を要したことなど、初めて取り組む
が故の諸問題があったことも事実です。そういった
諸問題を一つ一つクリアされていった熱意には頭が
下がります。
設立後の話をお聞きする中で、協同組合として単
にサービスを提供するだけではなく、いかに収益を
上げるか腐心するという「大阪商人気質」を垣間見る
ことができました。
例えば、購買事業部の中の登記印紙・収入印紙の
販売に関しては、商品開発会議の後の酒の席での

大阪土地家屋調査士協同組合は、平成8年に大阪土地家屋調査士
会の収益事業部門を引き継ぎ、組合員の福利厚生を図ることを目
的として設立され、現在に至っています。平成21年11月19日、
この全国で唯一の協同組合の荒平義弘理事長と意見交換をさせて
いただく機会に恵まれ、組合がどのような形で運営されているの
かを取材させていただきました。

大阪土地家屋調査士
協同組合理事長との
意見交換
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ちょっとしたアイデアからスタートして、今や組合
の基幹事業となっているとお聞きしました。印紙販
売を事業化するための様々なハードルを乗り越える
バイタリティに商人道を感じます。加えて、法務局
におけるコインコピー事業においても、様々な条件
を勘案した上で、利益を生むことができるという確
信のもと、大阪法務局管内において堺支局を除くす
べての法務局でコインコピー業務を落札し、利益を
上げておられます。この業務に関する事前の算盤勘
定に狂いがなかったことも特筆に価するでしょう。
ここで忘れてはならないのが、協同組合が上げた
収益は、大阪土地家屋調査士会会員への福利厚生事
業へと形を変え、大阪会の運営の一助となっている
ということです。そこには「相互扶助」の精神がベー
スとなり、会員が他の会員を支えるというサイクル
が生み出されています。また、協同組合が福利厚生
事業を担当することで、大阪会の事務負担を軽減し
ていることも見逃せません。さらに、大阪会が抱え
ていた、保険に関する事務委託費用負担に関する問
題をも解消するという相乗効果をもたらしました。
協同組合は、土地家屋調査士会と異なり、営利を

目的として活動しても何ら問題はありません。利益を
生むような良い企画があれば、その企画を商品化し
利益を上げ、諸々の事業が充実することで組合員へ
のサービスが向上するというプラスの連鎖が生まれ
ます。これまで、土地家屋調査士会が予算上・課税
上の問題で見送らざるを得なかった事業、例えば出
版事業や各土地家屋調査士会が独自に開発した商品
の販売事業などで利益を生むことが可能になります。

そして、生み出された利益は、組合員向けのサービ
スや会務の充実へと結びつく…。大阪会だけでは勿
体無い活動だと感じるのは私だけでしょうか？
しかしながら、荒平理事長は次のようにも仰って
います。「連合会として協同組合を作るのは、原則
として無理だと思います。各単位会に協同組合が設
立されて、その連合という形であれば別ですが…。
厳しいことを言うと、会員数の少ない土地家屋調査
士会では組合の運営そのものが難しいでしょう。出
資金以外に賦課金をいただかなければならないと思
います。また、新しく設置された協同組合において
基幹となる事業がなければ、運営面を困難にする要
素となるでしょう。」
確かに、大阪会は会員数が1,000名を超え、組合
員が976名という規模を誇っています。売上げの金
額も、小規模な土地家屋調査士会の予算額に匹敵す
るような金額になるでしょう。大阪会のケースが、
全国一律で適用できるとは思えませんが、ならば単
位会の枠を超えてブロック単位での設立を検討して
みるというのは不可能でしょうか？荒平理事長は、
ご自身、大阪会に所属される土地家屋調査士でい
らっしゃいます。設立にあたっての諸手続や問題点、
運営のノウハウは熟知されており、一度お話を聞か
れてみるのも一つの方法だと思います。現代のよう
なネット社会においては、無理に協同組合の事務局
を設置しなくてもインターネットのサイト上で事業
化することも可能と思われます。当然、実施可能な
事業と不可能な事業は、大阪会の協同組合のそれと
は異なると思いますが、様々なケースを想定し検討
してみる価値はあるのではないでしょうか？
最後に、取材に同席された大阪会関係者の方が、

「大阪会に協同組合があるのは精神的な支えになっ
ています。」と口にされていたのが印象的でした。こ
れは、相互扶助の精神を根底に感じているからこそ
の言葉であると思います。設立されて13年目を迎
える協同組合が、しっかりと大阪会に根付いており、
求心力になっていると感じられました。大阪土地家
屋調査士協同組合と荒平理事長の多忙な1年が始ま
りそうな予感です。

取材：広報員　生月和晴
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この会場は、郡山市内から西に約16 km離れた温
泉地にあるが、磐越自動車道からも近く、駐車スペー
スも広く設けてあるため、車で移動することの多い
我々には利用しやすい場所である。
また、スポーツのできる多目的ホールや温水プー
ル、温泉施設もあり、会議の後に温泉で休憩してか
ら帰宅する会員もいるようだ。

研修会は午前10時から正午まで税理士・司法書
士の郡司洋一先生による「土地家屋調査士として
知っておきたい税務知識」の講義が行われ、午後1
時より日本土地家屋調査士会連合会関根一三副会長
による「土地家屋調査士の職業倫理」副題「土地家屋
調査士倫理規程の解説」の講義が行われた。

関根副会長の講演の前半は日調連報告ということ
で、各部の業務の説明がなされた。
・制度対策本部の専門部会は緊急的、政治的な問題
に対応する組織。
・総務部は各土地家屋調査士会から寄せられる照会
への対応が多い。
・財務部は賠償責任保険の対応も行っている。
・業務部は不動産登記規則93条調査報告書の検討、
業務形態・報酬の実態調査、登記基準点の取扱い
も対応している。

土地家屋調査士の職業倫理研修会	in	福島

・研修部はCPDの検討（システムの開発）、ADR認
定土地家屋調査士の研修会、新しい研修体系の検
討を行っている。
・広報部は広報誌、パンフレット等の発行、制度制
定60周年記念事業の広報を行っている。
・社会事業部は法14条地図作成作業地域の拡大、
筆界特定制度、ADRセンター、業務受託環境の
整備等の検討を行っている。
・研究所は日調連のシンクタンク的役割、その他は
別紙の組織図により、各プロジェクトチーム、委
員会の紹介及びその業務内容の説明があった。

後半の土地家屋調査士倫理規程に関しては、
（1）職業倫理として、「倫理と道徳及び法律との結び

つき」、「各種職業との倫理観の違い」、「社会的
責任や説明責任、賠償責任等の責任があること」
の説明がなされた。

（2）倫理規程の必要性として、「今までは倫理綱領が
あったこと」、「資格者倫理の必要性」、「国民に
アピールし且つ自ら守ることの重要性」につい
て具体的な説明があった。

（3）土地家屋調査士倫理の解説として、各条文の解
説とその懲戒事例の説明がなされた。
我々土地家屋調査士はこの倫理規程に従い、適切
な業務を行うことにより国民から信頼のある資格者
として認知されるようにならなければならない。

取材：広報員　田原浩之

土地家屋調査士の職業倫理研修会 in 福島

平成21年11月30日、福島県郡山市熱海町「郡山ユラックス熱海」において福島県土地家屋調査士会
の研修会が開催された。

福島県土地家屋調査士会会員305人中234人の会員が出席し、真剣に講義を受けていた。

会場前 案内看板

日調連　関根副会長
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静岡県土地家屋調査士会事務局
我が静岡会は、東海道本線（JR東海）の東静岡駅
近くに土地を購入、会館を建築し、平成15年5月
より活動拠点となっていますが、それ以前は静岡市
街地の建物区分所有の事務所で業務を行っておりま
した。同駅は平成10年より「東静岡地区新都市拠点
整備事業」の一環として新設されました。なお、平
成17年、旧静岡市と旧清水市が、「市町村合併支援
プランによる緩和措置」の適用を全国で初めて受け、
政令指定都市として静岡市が誕生しました。厳しい
経済環境下で新庁舎等の建設は据え置かれています
が、国際化、情報化等の未来に対応した都市機能を
備え、新しい都市拠点の形成を目指し、土地区画整
理事業が進められています。現在、この地区では、
都市開発工事が至る所で施工され、将来の中枢拠点
としての様相を見せ始めており、その一角に当会館
はあります。会館を一歩踏み出せば、眼前に雄大な
富士山を仰ぎ見ることができます。国の象徴である
富士山は、古代より「フジ」と呼称されていたそうで
すが、武士道が発達した鎌倉時代以降、「士に富む山」
として漢字で「富士山」と書くようになったと、年配
者に聞いたことがあります。
県西部の浜松地域は、今でいうベンチャー企業の
はしりである、ホンダ・スズキ・ヤマハ等の創業地
であり、浜松城や静岡市の駿府城は、徳川家康の江
戸幕府創設前の拠点として、また、隠居後の住まい
にもなりましたが、歴史のいたずらか、黒船来港後、
最後の将軍、慶喜が大政奉還後、余生を過ごしたの
もこの駿府城でした。
一方、県東部の伊豆地域は、鎌倉幕府の初代執権
となった北条氏領でありました。事程左様に天下人
が一時期を過ごした歴史的に由緒ある県土です。
また、気候の温暖な地域で自然の幸にも恵まれ、
美味しい物が沢山あります。川からの恵みウナギ、
海からは桜エビ、シラス、まぐろ、かつお、そして、
静岡といえば茶摘み歌もあるお茶でしょうか、静岡
にお越しの際には是非、全てをご賞味いただければ
と思います。
自然を享受しているだけではありません。昨年お
台場で勇姿を見せた実物大ガンダムが、7月に東静
岡駅前にやって来ます。そうです！静岡市にはガン

事務局紹介Vol.●

●●●●●●

ダムのバンダイホビーセンターを初めとして、プラ
モデル生産で、知る人ぞ知る世界のタミヤがあり、
毎年5月開催の静岡ホビーショーでは全国から約7
万人の愛好家が集まり、賑わいを見せます。
また、集客といえば、毎年11月に開催される大
道芸ワールドカップ	in	静岡が全国的に知られてい
るかと思います。1992年の開始以来、参加者が年々
増えて、現在では200万人規模の集客を誇る一大イ
ベントにまで成長しました。
観光紹介ばかりになってしまいましたが、静岡会
の概略をお伝えします。平成21年12月末現在の会
員数は604名、法人会員7法人。県内3ブロック（東部、
中部、西部）を15支部に分かれて構成されています。
平成21年度予算額は約1.26億円です。事務職員は、
事務局職員整列写真の左から、嶋村、石川、浅田、
河合の男性1名、女性3名の構成です。新たな未来
に向け、事務局4名で静岡会発展に貢献できるよう、
頑張って参ります。	 （静岡県土地家屋調査士会）

事務局紹介

静岡県土地家屋調査士会
〒422-8006

静岡県静岡市駿河区曲金6丁目16番10号
TEL：054-282-0600　FAX：054-282-0650
URL：http://www.shizuoka-chosashi.or.jp/
MALL：info@shizuoka-chosashi.or.jp

執務風景

職員

調査士会館

富士山
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務局も兼ねており、宮森事務局長、田代事務主任、
津口職員の3名で互いに協力し合い、事務を処理し
ているところです。
研修会開催等の際には人員不足の感は否めません
が、会員の皆様の期待に沿うよう職員全員執務に励
んでいる日々です。

熊本県土地家屋調査士会事務局
熊本県の人口は約182万人強で、九州の中央に位
置し、他の6県全ての県と内海（有明海）を含め隣接
しています。
県の東部には世界一のカルデラ活火山「阿蘇山」が
あり、「火の国」熊本のシンボル的な存在として親し
まれています。西部には江戸時代初期のキリシタン
で島原の乱の指導者とされている「美少年天草四郎」
と、風光明媚な観光地として知られています天草の
島々があります。
また、中央には熊本平野・八代平野が広がってお
り、八代平野では米の裏作として畳表の原料となる
藺
い

草
ぐさ

が栽培され、その栽培量は日本一で全国の約8
割のシェアを占めています。八代平野をつくる、い
くつかの河川のうちに日本三大急流の一つである球
磨川もあります。
熊本会の調査士会館は人口約68万人の熊本市に
あり、平成元年10月に竣工し3階建てとなってい
ます。1階が駐車場及び倉庫で、2階は事務室及び
応接室兼会議室兼会長室、3階は事務室及び境界情
報管理センター室となっており、2階の事務室に土
地家屋調査士会事務局、3階の事務室に公共嘱託登
記土地家屋調査士協会の事務局があります。
調査士会館は、平成元年11月に熊本市大江4丁
目から現在の渡

と

鹿
ろく

3丁目に移転して丸20年が過ぎ
ました。現在地は通称「託麻原本通り」に面してお
り、以前は商店街であり人通りも多かったと聞いて
おり、その面影は今も残っていますが、時代のすう
勢か現在は商店もまばらで寂しくなっています。
会員数は年々減少傾向にあり、現在、8支部調査
士会員292名、法人会員3法人です。目下、熊本市
が平成24年4月1日政令都市移行を目指し近隣の町
との合併、また、法務局の統合等により支部の再編
が検討されています。
平成21年度の予算額は72,648,915円ですが、平
成21年度の特徴として、社会事業部に所属する「境
界紛争解決支援センターくまもと」設立関連の予算
が本会の事業費としては突出しています。当該セン
ターは平成21年9月5日に設立し、今後の活動が期
待されます。
事務局は、熊本支部及び九州ブロック協議会の事

会館全景

事務室

応接室兼会議室兼会長室

熊本県土地家屋調査士会
〒862-0970

熊本市渡鹿3丁目14番21号
TEL：096-372-5031　FAX：096-372-5057
URL：http://www.kuma-cho.com/
E-mail：kuma-cho@nifty.com
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広報最前線／三重会

三 重

小さなことからコツコツと 

はじめに

南北に長い三重県は、北は名古
屋圏に最も近い桑員支部から伊勢
湾沿いに石油コンビナートで知ら
れる四日市支部、F1グランプリ
開催地の鈴鹿支部、県庁所在地の
津支部、松阪牛で有名な松阪支部、
式年遷宮で盛り上がる伊勢支部、
南は太平洋沿いに世界遺産に指定
された熊野古道で有名な紀北支部
と熊野支部、西は大阪圏に最も近
く伊賀忍者の里で知られる伊賀支
部の9支部299名の会員により構
成されております。この三重会の
広報担当は担当副会長と理事4名
のみであり、委員会等は設置され
ておりません。このような状況の
中、今年度の広報活動は「小さな
ことからコツコツと」をテーマに
掲げて活動を行っております。

継続的な活動

①Borderという名の会報誌を年
2回（新年号と夏号）発行してお

ります。今年の新年号で第65
号となりました。会長、法務局
長の挨拶から始まり、各部、各
支部の報告や、旬の話題を「特
集」として投稿やインタビュー
形式で掲載しております。
②平成20年度には、会事務局の
最寄り駅である近鉄津駅前に広
報看板を設置しました。1.8m
×3.6mの大きさで駅ホームか
ら良く目立つこともあり来年度
以降も継続していきます。
③ホームページで広告して、毎月
2回、予約制による無料登記相
談会を開催しておりますが、こ

れは当会では企画社会事業部が
担当しております。

今年度の活動

平成21年度は役員改選があり、
広報担当は一人を除いて新メン
バーに替わりました。（三重会の
伝統？）手始めに公嘱協会の活動
に便乗させてもらい、志摩市総合
防災訓練にブース出展し、広報活
動を行いました。内容は、広報用
リーフレットを入れたクリアファ
イル及び会の名前を印刷した風船
（ヘリウムガス）とポケットティッ
シュを訪れた人に配り土地家屋調
査士制度の広報活動を行いまし
た。道行く一般の方々にこのよう
な広報活動をするのは初めてだっ
たこともあり、手応えを感じた
我々広報部では、津市で開催され
る伝統的なお祭りである「津まつ
り」にもブース出展し、活動を展
開しました。

駅前看板

会報表紙64号
会報表紙65号 志摩市総合防災訓練
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■「津まつり」について
寛永12年（1635年）時の藩主、
2代藤堂高次公が藩費を貸し出
し、まつりを奨励したことによっ
て盛大になったのが「津まつり」の
起源であり、津まつりは、戦時中
から戦後数年は中止されていまし
たが、昭和31年、分部町唐人踊
りの復活に伴い、年々賑わいを取
り戻し、昭和43年から「高虎時代
行列」、昭和47年には「市民総踊
り」、平成3年には和船山車「安濃
津丸」、そして平成11年には「安
濃津よさこい」が加わり、現在は
370余年の歴史を誇る伝統行事と
して親しまれ、津市の一大イベン
トとなっています。
昨年の津まつりは、10月10日
と11日に開催され、訪れた人数
は約39万人。この中でブース出
展（6帖大のテント1張）をおこな
い、前出の風船700個、ポケット
ティッシュ 2,000個、リーフレッ
ト・クリアファイルなど600セッ
トをお配りするとともに、境界標
の設置現場の写真等を展示し、無
料登記相談会も同時開催しまし
た。また、土地家屋調査士の業
務を知ってもらおうとブースに
トータルステーション（TS）を持
ち込み、「挑戦！あなたの距離感
は？」と題したノンプリモードで
の距離当てクイズを行い、たくさ

んの方々にTS操作を体験してい
ただきました。また、その参加賞
として、100円ショップで仕入れ
たコンベックスに会の名前をシー
ルで貼ったものをお渡ししました
が、なかなか100円には見えない
らしく、皆さんありがたそうに受
け取っていただきました。次回
はGPSを持ち込んで、自分の位
置を座標や経緯度で知ってもらえ
るように企画したいと思っていま
す。

■その他の活動
津まつりのためにたくさん作っ
たポケットティッシュを有効活用
すべく、市役所の支所（四日市市
役所川島地区市民センターと志摩
市浜島支所）の窓口に置かせても
らい、近くの広報担当理事が補充

を行っております。
このポケットティッシュの裏側
は透明ポケットになっており、会
員各自で印刷物を挟み込んでPR
に活用できることから、その活用
方法を提案するとともに、希望す
る会員に有料でお分けして、一人
でも多くの会員に広報活動をして
いただけるようにも考えておりま
す。
私たち広報部だけでできること
には限りがありますので、多くの
人が集まるところに出かけたり、
または多くの会員に協力してもら
えるような効率的な広報活動を展
開していきたいと思っておりま
す。「小さなことからコツコツと」

三重県土地家屋調査士会
広報厚生部長　川井一浩

広報グッズ

津まつり
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寄付講座による後継者育成の試み

大阪土地家屋調査士会
和田淸人

寄付講座

土地家屋調査士会近畿ブロック協議会では、大学
の法学部に「土地家屋の調査と表示の登記」と題した
寄付講座を提供している。平成14年に京都産業大
学の村田博史教授の多大なご尽力をいただいてス
タートし、今では同志社大学、関西大学、近畿大学
を合わせた計4校で授業を行っている。
寄付講座とは、大学における奨学を目的とした民
間等からの寄付（講師料、交通費等の負担など）を活
用して、大学の教育研究の豊富化・活発化を図る、
産学連携の流れを汲む事業の一つ。
われわれが提供する講座は、前期課程の13 ～ 14
講座（1講座90分）を土地家屋調査士が講師を務める
というものである。土地・建物の登記手続の実務を
はじめ公図の見方や土地の境界に関する歴史など、
土地家屋調査士が日常行っている表示登記や境界問
題について学生にその実際を教え、考査を行い、一
定の基準をクリアした者に単位を与える正規カリ
キュラムに位置付けられている。また、この講座の
受講生を対象に、夏季にインターンシップ生を受け
入れる。例年、5～ 10名程度の学生に、公募による
一般会員の事務所で実務を経験してもらっている。
学生は、民法「物権」の授業で所有権を中心とした
権利の対抗要件としての登記手続きについては学
ぶ。しかし、「権利の客体及びその公示方法」そのも
のについては学ぶことが予定されておらず、表示登
記に触れる機会はほとんどないというのが実情であ
る。
しかし一方で、不動産登記法では、国民は義務と
して表示登記を申請しなければならないと定められ
ており、かつ、学生にとっても社会に出てから、経
済活動の基盤である不動産についての知識が必要で
あることは言うまでも無い。
そこで、われわれ土地家屋調査士が、制度のPR

地理空間情報フォーラム 2009

会員論文発表④

を兼ねて表示登記にまつわる教育の一端を担おうと
開講したのが本講座である。
講義では、下記カリキュラムに沿い、表示に関す
る登記全般から、測量理論、土地制度の歴史、境界
論、ADRなどを一人の会員が2講程度ずつ担当する。

平成21年度寄付講座カリキュラム表（一例）

ほとんどの学生が、土地家屋調査士という資格す
ら知らず、表示の登記と権利の登記の区別もよくわ
からないという状態からスタートする。しかし、学
生にとっては、学者ではない実務家の授業は新鮮に
映るらしく、特に体験談には興味深く耳を傾けてく
れている。
また、出席カードの代わりに提出してもらう質問
票に熱いメッセージを書いてくれる学生も多く、大
きな手ごたえを感じている。
学生からは、次のような感想が寄せられている。
「私は、司法書士になるため勉強していますが、
土地家屋調査士については何も知りませんでした。
この授業で、とても身近なところに表示の登記があ

地理空間情報フォーラム2009
会員論文発表④
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ることを知り、さらに理解を深めていきたいと思い
ました。」
平成14年度当初は約80名の受講生でスタートし
た寄付講座であるが、年々受講生が増加し、ある年
度には当初予定されていた教室に学生が入りきらず
に急遽教室を変更してもらう事態も発生したほどで
ある。

インターンシップ

寄付講座の延長として、毎年8月末に学生イン
ターンシップ生を受け入れている。本講座の受講生
を対象に、公募により選ばせていただいた一般会員
の事務所で実習してもらう。
2週間の実習のうち1日は裁判所の見学と傍聴を
行う。
ちなみに、平成20年度は7名の学生をお預かり
した。

平成20年度インターンシップ日程

開講式当日は、緊張した面持ちでそれぞれの受け
入れ事務所へ向かった学生たちも、2週間の実習を
終えた閉講式では、自信に満ちた表情を見せている。
「調査士になります！」と宣言する学生もいた。
調査士実務を経験することで、法律に書かれたこ
とと実社会の動きとのギャップを認識し、机上の勉
強だけでは得られないものを掴んでもらえるという
ことを痛感している。インターンシップを終えた学
生からの感想を以下に列挙する。

「私は、土地家屋調査士の仕事は、測量して登記
をすればよいと単純に思っていました。しかし、そ
れは表面的なことであり、最も大切なことは立会い
だと教えていただきました。」
「法務局で何年も前の登記簿や資料を見た時に、
この仕事はこれから何年も経った後にも役に立つ仕
事であるということを強く感じました。」
「境界を決めるための立会いでは、両者の意見を
聞き、資料と照らして検証していました。多岐にわ
たることのできる土地家屋調査士は、すごく魅力の
ある仕事だと思います。」
「国民生活の基本となる『衣食住』の『住』の対象で
ある土地・建物にどのような権利が備わっているか
を学びました。将来、土地家屋調査士になり、学ん
だことを生かしたいと思います。」
学生たちにとっては、将来の進路を決める大切な
時期に、寄付講座やインターンシップを通じて実務
家やいろいろな関係者と出会い、知らなかった世界
を見聞・体験できることはとても大きなチャンスで
あろうと考える。ぜひこの経験を活かして、社会に
出てから活躍して欲しいと願っている。
この一連の講座は、もちろん土地家屋調査士試験
対策講座ではない。ところが、授業を聴いて土地家
屋調査士の仕事に興味を持ち、インターンシップを
希望する学生が多いのも事実である。さらに、イン
ターンシップ生として受け入れた学生が、「大学を
卒業後、土地家屋調査士を目指すために測量専門学
校に入学しました。」という感極まる報告をもらった
会員もいる。
本講座を受講し、「土地家屋調査士」という資格を
知り、われわれの業務や制度を理解してくれている
学生たちが、毎年社会へと巣立って行くことを、と
てもうれしく、また誇らしく思っている。

今後の取り組み

講座を提供する大学が増え、講師陣も単位会を
跨いだ混成チームになると、従来のように講師自身
の経験や講師間の情報伝達だけに頼っていては、ス
ムーズな講座運営が維持できないことが危惧された。
そこで、大阪会では平成20年度に、組織として
の体制整備のために「産学交流学術研究委員会」を立
ち上げた。
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この委員会の役割は大きく3つある。
①統一テキストの作成…講師にとって最大の負担
は、「何を話すか」を構築することである。他の
講師と話が重なってもいけないし、伝えるべき
内容が漏れてもいけない。13講の一連の流れ
を把握し、自分が担当する講で話すべき内容を
決め、資料を集め、90分のボリュームに調整し、
レジュメを作成することは大きな負担である。
この負担を軽減すべく、統一テキストの作成に
着手した。昨年度は、講師陣のご協力のもと、
一連の講座の骨子案を作成した。今後、各パー
トのレジュメ案を構築することで、講師の負担
無く全ての大学において一定水準の講義を提供
できるようにしていきたい。

②講師の発掘・育成…他の会務と同様に、講師の
なり手が見つからないのが現状である。寄付講
座スタート時から8年間通してお引き受けいた
だいている講師もいる。今後、さらに大学が増
えることを考えると、講師の発掘は急務である。
そこで昨年度は、研修部とのタイアップで「講

師養成講座」を開催した。大学での講義に関心
を持つ会員を公募し、外部から話し方セミナー
の講師をお招きして、人前で話すことの基本
をお教えいただいた。ここから、3名の新講師
と、5名ほどの講師候補者が名乗りを上げてく
れた。この講座は今後も継続開催していく予定
である。
③会員への周知・理解促進…残念なことに、寄付
講座の取り組みを知らない会員もいる。会とし
ては、その意義をきちんと理解いただきたいと
いう思いがあるし、また、講師への立候補など
会員の協力をお願いしたい一面もある。今後も、
研修会や会報その他で一般会員の理解・周知へ
の働きかけを継続していく。
最後に、大阪会の先輩方が点した小さな灯が、京
都会、近畿ブロック、そして本年度は千葉会へと、
ブロックの枠を超えて広がっていくことに深い感慨
を覚える。
この寄付講座が、土地家屋調査士全体の財産とな
ることを確信し、報告を終える。

寄付講座による後継者育成の試み寄付講座による後継者育成の試み

寄付講座とは寄付講座とは

・大学・研究機関の外部から、

・寄付された資金や人材を活用し、

・研究や教育を行う事業。

（「ウィキペディア」より）
土地家屋調査士会の寄付講座土地家屋調査士会の寄付講座

・講座名：土地家屋の調査と表示の登記

・対象：法学部

・前期課程の１３～１４講座（１講座９０分）

・土地家屋調査士が講師を務める

・講師料、資料代等の一切を会が負担

・考査を行ない、単位を付与

・夏休みにインターンシップ生も受け入れ

カリキュラム（一例）カリキュラム（一例）

講義風景講義風景

今後の取り組み今後の取り組み

・「産学交流学術研究委員会」を設置

↓
①統一テキストの作成

②講師の発掘、育成

③会員への周知、理解促進

大阪土地家屋調査士会 和田清人



37土地家屋調査士　2010.2月号　No.637

特に、委任状も別送によることができるから、資
格者代理人により行われる申請にあっては、申請人
の電子署名・電子証明書が不要になる。
問題点としては、公的個人認証の普及の遅れ、書
面の電子化による事務の煩雑化、申請人へのメリッ
トがない等が挙げられるが、今のオンライン申請は
そもそも本当に「オンライン」といえるかという根本
的な問題がある。書面申請の方法を単に電子的に焼
き直ししただけで、オンライン申請（ユビキタス社
会）の目指す方向性を見落としている。

オンライン申請の現状と問題点

オンライン申請の方法　申請者

Ｐ１ Ｐ２

Ｐ３Ｐ４

１０．７２

９
．

１
８

１０．７２

９
．

１
９

２－１

求 積 表

地　　番 　２－１

－３４０４４．８７７ －１１７４．７７０ １０．１５６ －３４５７５９．７７０８１２

－３４０４４．２７２ －１１６４．０６５ １１．２５３ －３８３１００．１９２８１６

－３４０５３．４４３ －１１６３．５１７ －１０．１５６ ３４５８４６．７６７１０８

－３４０５４．０５８ －１１７４．２２１ －１１．２５３ ３８３２１０．３１４６７４

測点名 ｎ ｎ ｎＸ ｎＹ Ｙ Ｙ－ Ｘ Ｙ Ｙ －・（ ＋ ）－１ １ｎｎ ｎ ＋ － １ １

合　　計 １９７．１１８１５４

合　　計　　面　　積 ９８．５５９０７７０

地　　積 ９８．５５ ㎡

都　石

境界標種

Ｐ １
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計 算 点

金 属 標
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東 京 都 江 東 区 木 場 六 丁 目 ９ 番 ５ 号

山 本 憲 一 ２５０

測 量 年 月 日 平 成 ２０年 ４月 ２ ５ 日
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測 地 系 世 界 測 地 系
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街 区 多 角 点
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街 区 節 点

ト ラ バ ー ス 鋲

ト ラ バ ー ス 鋲

公 共 座 標 値 ・ 引 照 点

申請書
登記申請書作成支援ソフト

添付書類
PDFファイル
または書面

図面
TIFかXMLファイル

または図面

 

オンライン申請の現状と問題点

オンライン申請の問題点

　(1)公的個人認証の普及の遅れ

　(2) PCの環境設定の煩雑さ

　　　組合わせ：OS×アクロバットVer

　(3)オンラインによる申請人へのメリット０

　(4)書面の電子化による事務の煩雑化

　(5)利用時間に制約がある。

 

添付情報が PDF 又は TIFF ファイルの場合、画像情報なので生きた利用ができない。また、

登記官はオンラインで送られてきたものを出力して審査することとされている。もともと

書面になっているものを電子化し、最後にまた書面に打ち出すのでは手間と紙の無駄とい

わざるを得ない。 

政府は利用促進策として時限的減税措置や特例方式の導入を決めたが、この中にもユビ

キタス社会への適応という視点が見えない。 
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オンライン申請の現状と問題点

オンライン申請の問題点

　(1)公的個人認証の普及の遅れ

　(2) PCの環境設定の煩雑さ

　　　組合わせ：OS×アクロバットVer

　(3)オンラインによる申請人へのメリット０

　(4)書面の電子化による事務の煩雑化

　(5)利用時間に制約がある。

 

添付情報が PDF 又は TIFF ファイルの場合、画像情報なので生きた利用ができない。また、

登記官はオンラインで送られてきたものを出力して審査することとされている。もともと

書面になっているものを電子化し、最後にまた書面に打ち出すのでは手間と紙の無駄とい

わざるを得ない。 

政府は利用促進策として時限的減税措置や特例方式の導入を決めたが、この中にもユビ

キタス社会への適応という視点が見えない。 

添付情報がPDF又はTIFFファイルの場合、画
像情報なので生きた利用ができない。また、登記官
はオンラインで送られてきたものを出力して審査す
ることとされている。もともと書面になっているも
のを電子化し、最後にまた書面に打ち出すのでは手
間と紙の無駄といわざるを得ない。
政府は利用促進策として時限的減税措置や特例方
式の導入を決めたが、この中にもユビキタス社会へ
の適応という視点が見えない。

オンライン申請制度について

東京土地家屋調査士会
山本憲一

はじめに

行政手続のオンライン化については、（「e-Japan
戦略」2001年（平成13年）1月22日高度情報通信ネッ
トワーク社会推進戦略本部決定）において、「2003
年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続
きをインターネット経由で可能とする。」と定められ
たことを受け、行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する法律（平成14年法律第151号）等を
制定し、基盤整備を進めている。
また、政府は国・地方公共団体に対する申請・届
出等手続におけるオンライン利用率を2010年度（平
成22年度）までに50％以上とする目標（2006年（平
成18年）1月19日IT戦略本部決定）を掲げている。
平成17年3月に不動産登記申請についてもオン
ライン申請が導入されたが、普及されたとは言いが
たい。普及しない理由には書面申請の方法が残され
たため、あえてオンラインで申請する必要がないこ
とや、コンピュータの環境設定の煩雑さに加え、登
記識別情報に対する信頼性の低さなどが挙げられ
る。
政府はIT基本戦略の中で電子政府の目標を掲げ
ており、ユビキタス社会の構想を示している。また
オンライン利用拡大行動計画（2008年9月　IT戦略
本部）では具体的な施策を挙げている。以下ではま
ず、オンライン申請の現状と問題点を整理し、目指
す方向性を再確認してみたい。

オンライン申請の現状と問題点

平成20年度のオンラインによる申請利用率は約
8％程度である。申請の方法は、申請情報について
は登記申請書作成支援ソフトを利用し、添付情報
は書面を送付するかPDFファイルにして送信する。
平成20年1月より特例方式が導入され、添付情報
に書面により作成された添付情報が含まれる場合や
作成者が電子署名できないために電磁的記録により
添付情報を提供することができない場合であって
も、オンライン申請が可能になった。
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オンライン申請の今後

ユビキタス社会におけるオンライン申請とはどの
ようなものなのか？
2008年9月IT戦略本部では「オンラン利用拡大行
動計画」を示し、将来のオンライン申請のあり方を
述べている。（以下一部抜粋）
（1）自己保管による添付書類の省略
各手続所管府省は、士業者による確認によらない
場合であっても、行政機関に提出すべき書類につい
ては、申請者本人に対し、一定期間、添付書類を自
己保管することを義務付け、行政機関が事後的に添
付書類の内容を検証できることを可能とすることに
より、その提出を省略できる制度の導入又は拡大を
図ることとする。
その際、申請者が保管義務に違反した場合に講ず
べき必要な法令上の措置の在り方について検討する。
また、一定期間、当該申請等に係る法令に違反す
る行為がないなど、一定の基準を満たす優良な申請
者に対する添付書類の省略の措置については、優先
的に検討を行うこととする。
（2）行政発行の書類のバックオフィス連携
添付書類として要求されるものの多くは、他の行
政機関の発行した証明書等であることから、行政情
報を効率的に共同利用できる仕組みができるまでの
間の措置として、利用頻度が高い書類について、申
請者の求めに応じて、当該申請者に代わって当該行
政情報をオンラインにより行政機関相互で個別に提
供できるよう、これを実施するための簡易な仕組み
について検討することとする。
また、バックオフィス連携を実施するに当たって

は、申請を受け付けた行政機関が証明書等の発行機
関から直接申請者に係る情報を入手することを可能
にするため、個人情報の保護の必要性に留意しつつ、
必要な制度上の措置について、併せて検討する。バッ
クオフィス連携については、地方公共団体とも協力
しつつ検討することとする。
（3）オンラインによる提出の拡大
各手続所管府省は、添付書類のうち、原本性を確
認する必要があるが、電子ファイルでは原本性を検
証することができない書類など、紙媒体の原本を提
出することによらなければ、適切な審査が行えない
等目的を達することができないものや、書類を電子
ファイル化した場合、データ量が過大となるもの等
電子ファイル化になじまない書類を除き、スキャ
ナー等を使用して添付書類を電子ファイル化（PDF
等）したものを送信すれば足りることとする。
（4）士業者の確認による添付書類の省略
各手続所管府省は、行政機関において登記におけ
る契約書や給付請求における給付額の決定に必要な
書類のように審査上不可欠な書類を除き、士業者が
本人に代わって申請書等を提出する場合には添付書
類の提出の省略を可能とすることとする。
ここで期待されるのが（2）行政発行の書類のバッ
クオフィス連携と（4）士業者の確認による添付書類
の省略である。土地家屋調査士は規則93条の不動
産調査報告書を利用し、登記官が照会できる情報を
入力することになる。登記官の審査はこれまでの書
面の確認から情報を照会する作業にシフトされるこ
とになるだろう。しかし、システムの改善によって
直ちに導入できるわけではない。資格者代理人とし
ての「責任」と「倫理」がより厳格に求められることに
なる。

オンライン申請の現状と問題点

　

特例方式の導入等による利用促進

　→ユビキタス社会への適応という視点がない

書面申請の方法を電子的に
焼き直しただけ

����オンラインとい
�るの��

 

オンライン申請の�後 

ユビキタス社会におけるオンライン申請とはどのようなものなのか？ 

2008 年 9 月 IT 戦略本部では「オンラン利用拡大行動計画」を示し、将来のオンライン申

請のあり方を述べている。（以下一部抜粋） 

（１）自己保管による添付書類の省略 

各手続所管府省は、士業者による確認によらない場合であっても、行政機関に提出すべ

き書類については、申請者本人に対し、一定期間、添付書類を自己保管することを義務付

け、行政機関が事後的に添付書類の内容を検証できることを可能とすることにより、その

提出を省略できる制度の導入又は拡大を図ることとする。 

その際、申請者が保管義務に違反した場合に講ずべき必要な法令上の措置の在り方につ

いて検討する。 

また、一定期間、当該申請等に係る法令に違反する行為がないなど、一定の基準を満た

す優良な申請者に対する添付書類の省略の措置については、優先的に検討を行うこととす

る。 

（２）行政発行の書類のバックオフィス連携 

添付書類として要求されるものの多くは、他の行政機関の発行した証明書等であること

から、行政情報を効率的に共同利用できる仕組みができるまでの間の措置として、利用頻

度が高い書類について、申請者の求めに応じて、当該申請者に代わって当該行政情報をオ

ンラインにより行政機関相互で個別に提供できるよう、これを実施するための簡易な仕組

みについて検討することとする。 

また、バックオフィス連携を実施するに当たっては、申請を受け付けた行政機関が証明

書等の発行機関から直接申請者に係る情報を入手することを可能にするため、個人情報の

保護の必要性に留意しつつ、必要な制度上の措置について、併せて検討する。バックオフ

ィス連携については、地方公共団体とも協力しつつ検討することとする。 

（３）オンラインによる提出の拡大 

各手続所管府省は、添付書類のうち、原本性を確認する必要があるが、電子ファイルで

は原本性を検証することができない書類など、紙媒体の原本を提出することによらなけれ

ば、適切な審査が行えない等目的を達することができないものや、書類を電子ファイル化

した場合、データ量が過大となるもの等電子ファイル化になじまない書類を除き、スキャ

ナー等を使用して添付書類を電子ファイル化（PDF 等）したものを送信すれば足りること

とする。 

（４）士業者の確認による添付書類の省略 

各手続所管府省は、行政機関において登記における契約書や給付請求における給付額の

決定に必要な書類のように審査上不可欠な書類を除き、士業者が本人に代わって申請書等

を提出する場合には添付書類の提出の省略を可能とすることとする。 

 

ここで期待されるのが（２）行政発行の書類のバックオフィス連携と（４）士業者の確

認による添付書類の省略である。土地家屋調査士は規則 93条の不動産調査報告書を利用し、

登記官が照会できる情報を入力することになる。登記官の審査はこれまでの書面の確認か

ら情報を照会する作業にシフトされることになるだろう。しかし、システムの改善によっ

て直ちに導入できるわけではない。資格者代理人としての「責任」と「倫理」がより厳格

に求められることになる。 

オンライン申請の発展方向

（1）添付書類は土地家屋調査士が確認の上、
　　93条不動産調査報告情報に記録する。
（2）原本性の照会に対応できるように保存の　
　　義務付け。
　　ただし・・・

士業者の確認による添付書類の省略

（イメージ）

 

オンライン申請の発展方向

行政情報を共同利用できる照会システムの構築（バックオフィス連携）

法務局

府省庁地方公共団体

使用目的により
申請意思の確認

登記官は行政情報を
「照会」

（イメージ）
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情報化を支える社会的背景

情報化社会（ユビキタス社会）、とりわけ土地家屋
調査士が係わる情報は地理空間情報である。法律面
で見ると、地理空間情報活用推進基本法（NSDI法）、
宇宙基本法、測量法の一部改正が挙げられる。また、
行政機関では国土地理院が基盤地図情報整備事業、
内閣官房では地理空間情報活用推進会議の設置、総
務省では地方公共団体へ総合型GIS推進指針を示し、
各省庁および地方公共団体との連携をとりつつある。
民間企業では、ナビゲーションシステムやインフ
ラ管理、商圏分析など新しい情報サービスが提供さ
れている。またこれまで考えもつかなかった画期的
なサービスも生まれるかもしれない。情報サービス
はこれからますます期待される市場である。
さらに、情報化を広義にとらえるならば、医療現
場ではカルテの開示請求、野菜に生産者の名前や顔
写真をつけての販売、マンション建設現場の見学会
なども情報化社会における一例であろう。情報の公
開や提供の必要性は、依頼者の権利意識の向上も背
景にあり、結果的に依頼者への信頼につながると考
えられる。

した場合、データ量が過大となるもの等電子ファイル化になじまない書類を除き、スキャ

ナー等を使用して添付書類を電子ファイル化（PDF 等）したものを送信すれば足りること

とする。 

（４）士業者の確認による添付書類の省略 

各手続所管府省は、行政機関において登記における契約書や給付請求における給付額の

決定に必要な書類のように審査上不可欠な書類を除き、士業者が本人に代わって申請書等

を提出する場合には添付書類の提出の省略を可能とすることとする。 

 

ここで期待されるのが（２）行政発行の書類のバックオフィス連携と（４）士業者の確

認による添付書類の省略である。土地家屋調査士は規則 93条の不動産調査報告書を利用し、

登記官が照会できる情報を入力することになる。登記官の審査はこれまでの書面の確認か

ら情報を照会する作業にシフトされることになるだろう。しかし、システムの改善によっ

て直ちに導入できるわけではない。資格者代理人としての「責任」と「倫理」がより厳格

に求められることになる。 

オンライン申請の発展方向

（1）添付書類は土地家屋調査士が確認の上、
　　93条不動産調査報告情報に記録する。
（2）原本性の照会に対応できるように保存の　
　　義務付け。
　　ただし・・・

士業者の確認による添付書類の省略

（イメージ）

 

オンライン申請の発展方向

行政情報を共同利用できる照会システムの構築（バックオフィス連携）

法務局

府省庁地方公共団体

使用目的により
申請意思の確認

登記官は行政情報を
「照会」

（イメージ）

 

オンライン申請の発展方向

資格者代理人としての「責任」と「倫理」
信用なくしてこの運用は不可能

土地家屋調査士に求められるもの

 

 

情報化を�える社会的背景 

情報化社会（ユビキタス社会）、とりわけ土地家屋調査士が係わる情報は地理空間情報で

ある。法律面で見ると、地理空間情報活用推進基本法（NSDI 法）、宇宙基本法、測量法の一

部改正が挙げられる。また、行政機関では国土地理院が基盤地図情報整備事業、内閣官房

では地理空間情報活用推進会議の設置、総務省では地方公共団体へ総合型 GIS 推進指針を

示し、各省庁および地方公共団体との連携をとりつつある。 

民間企業では、ナビゲーションシステムやインフラ管理、商圏分析など新しい情報サー

ビスが提供されている。またこれまで考えもつかなかった画期的なサービスも生まれるか

もしれない。情報サービスはこれからますます期待される市場である。 

さらに、情報化を広義にとらえるならば、医療現場ではカルテの開示請求、野菜に生産

者の名前や顔写真をつけての販売、マンション建設現場の見学会なども情報化社会におけ

る一例であろう。情報の公開や提供の必要性は、依頼者の権利意識の向上も背景にあり、

結果的に依頼者への信頼につながると考えられる。 

オンライン申請の発展方向

情報を開示する目的

１　誤った情報のチェックを含め依頼者が　
　　情報のコントロールをする

２　隠しごとがないという依頼者の信頼感

３　地図作りへの参加促進。「お任せ申請」
　　からの脱却

 

 

�ンライン申請の�置�け 

土地家屋調査士はこれまでの登記申請業務だけでなく、筆界特定・ADR といった新しい業

オンライン申請の発展方向

資格者代理人としての「責任」と「倫理」
信用なくしてこの運用は不可能

土地家屋調査士に求められるもの
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ある。法律面で見ると、地理空間情報活用推進基本法（NSDI 法）、宇宙基本法、測量法の一

部改正が挙げられる。また、行政機関では国土地理院が基盤地図情報整備事業、内閣官房

では地理空間情報活用推進会議の設置、総務省では地方公共団体へ総合型 GIS 推進指針を

示し、各省庁および地方公共団体との連携をとりつつある。 

民間企業では、ナビゲーションシステムやインフラ管理、商圏分析など新しい情報サー

ビスが提供されている。またこれまで考えもつかなかった画期的なサービスも生まれるか

もしれない。情報サービスはこれからますます期待される市場である。 

さらに、情報化を広義にとらえるならば、医療現場ではカルテの開示請求、野菜に生産

者の名前や顔写真をつけての販売、マンション建設現場の見学会なども情報化社会におけ

る一例であろう。情報の公開や提供の必要性は、依頼者の権利意識の向上も背景にあり、

結果的に依頼者への信頼につながると考えられる。 

オンライン申請の発展方向

情報を開示する目的

１　誤った情報のチェックを含め依頼者が　
　　情報のコントロールをする

２　隠しごとがないという依頼者の信頼感

３　地図作りへの参加促進。「お任せ申請」
　　からの脱却

 

 

�ンライン申請の�置�け 

土地家屋調査士はこれまでの登記申請業務だけでなく、筆界特定・ADR といった新しい業

オンライン申請の位置づけ
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オンライン申請制度について
東京土地家屋調査士会 山本憲一

地理空間情報フォーラム2009ポスターセッション
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特定認証局の動き

オンライン申請の現状と課題

オンライン申請の現状と課題

現在、わが国では莫大な費用を
かけて各種の行政手続のオンライ
ン化が進められています。私たち
の活躍する不動産登記の現場で
も、105年ぶりに改正を受けた新
不動産登記法の施行により、書面
による申請（以下「書面申請」とい
う。）に加え、インターネット回線
を利用した申請（以下「オンライン
申請」という。）の制度が創設され、
法務大臣の指定する法務局では、
出頭することなく登記申請を行う
ことが可能になりました。
平成18年度に行われた不動産
登記の申請件数のうちの0.02％が
オンライン申請であるといった現
実を考えると、オンライン申請が
身近なものになっているとはとて
も考えられません。
オンライン申請が普及しない原
因の一つとして、法改正前からの
従来の書面申請が残され、オンラ
イン申請を利用しなくても、従来
のように書面による登記の申請が
できるということがあります。
オンライン申請の場合、環境設
定、各種ソフトウエアの導入等オ
ンライン申請する前に対応しなけ
ればならないことが多くあります
が、それらの多くは連合会が提供
する環境設定ソフト「らくらく」や
CADベンダー各社から提供され
るソフトウエアによって対応が可
能になっています。
しかし、従来の書面申請に比べ
新しい仕組みでありますが、「申

請方法が良く分からない」といっ
た理由であれば、今後、私たちが
研修会の実施等対応していくこと
で今後のオンライン申請の普及は
予想することができます。
また、政府もオンライン申請の
普及を目指して、これまで様々な
措置を実施し、オンライン申請の
数も当初に比べ増加しています。

1　�新法におけるオンライン申
請とその問題点

（1）添付情報について
新法は、オンライン申請の制度
を導入するにあたり、従来からの
書面による登記申請の仕組みを存
続させています。登記令第10条
「オンライン申請ではすべての情
報をオンラインで登記所に提供す
るべき」の規定によりオンライン
申請に必要な最低限の添付書類の
変更が行われました。

（2）登記識別情報について
新法の施行により登記済証（い
わゆる権利証）の制度が廃止され、
登記識別情報の通知と提供の制度
が創設されました。従来は、申請
にかかる登記の実行によって直接
不利益を被る登記義務者（新法2
条13号）の本人確認のために、同
人が新たに登記名義人となる登記
が完了した際に登記所から還付を
受けた登記済の権利を証する書面
（以下「権利証」という。）を申請書

に添付する必要があった。しかし、
権利証は書面で作成されているこ
とから、ネットワークを介してオ
ンラインで登記所に提供すること
が困難であるため、新法は、権利
証に代えて登記識別情報を通知
することとしている（新法21条）。
登記識別情報は、12桁の英数字
の組み合わせにより作成される
パスワードのようなものであり、
ネットワークを介してオンライン
によって登記所に提供することが
可能であります。

（3）電子署名・電子証明書について
デジタルデータとして作成され
た情報には、作成者が記名押印を
することができないことから、そ
れに代わるものとして、作成者は
電磁的記録に電子署名をしたうえ
電子証明書を添付する必要があり
ます（令12条、14条）。私たち資
格者以外の方がオンライン申請を
する場合には、原則として、「電
子署名に係る地方公共団体の認証
業務に関する法律（平成14年法律
第153号）第3条第1項の規定に基
づき作成された電子証明書」（同条
1号）が必要で電子証明書の発行
を受けるには、事前に、住民基本
台帳法に基づく住民基本台帳カー
ドの交付を受けるといった点が問
題になります。
申請人の作成にかかる情報とし
ては、委任状（代理人により申請
する場合）及び登記原因証明情報

日調連特定認証局運営委員会　運営委員　廣瀬一郎

特定認証局の動き
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があり、代理人の作成にかかる情
報としては、申請情報、本人確認
情報（新法24条）が考えられます。
それ以外の第三者による情報とし
ては、承諾証明情報等などがあり
ます。したがって、オンライン申
請の場合には、少なくとも、登記
権利者及び登記権利者の電子署
名・電子証明書が必要であり、場
合によっては、第三者の電子署名・
電子証明書が必要になる場合が想
定されます。

2　問題点に対する対応

（1）登記識別情報
登記識別情報制度が周知されな
いまま制度が導入されたことに
よって、不動産の取引現場などで
は不必要な混乱が発生したようで
す。登記識別情報は前述のように
不動産登記制度固有の本人確認方
法であり、その運用には確実性が
必要になってきます。これまでに
いくつかの問題点が明らかになっ
ており、私たちは、登記識別情報
を日常的に扱うことはあまり考え
られませんが重要な論点ではあり
ます。

（2）公的個人認証の普及の遅れ
公的個人認証の普及が進んでい
ない段階でオンライン申請が導入
されたことによって、表示に関す
る登記については不動産登記法は
不動産の所有者本人に申請義務を
課しているが、公的個人認証の普
及の遅れ・関心の低さによって、
申請人の多くが住民基本台帳カー
ドの取得をしない・取得に難色を
示すなどといった現象が生じ、こ
れによって申請情報、添付情報等

への電子署名をすることができな
いために、オンライン申請の利用
が事実上不可能という現状が生じ
ています。
登記申請に関しては、不動産所
有者本人が申請することは実際に
は少なく、多くの場合、「専門家
への委任」が一般的です。この場
合、登記申請に必要な情報は原則
として代理人が作成することにな
るが、資格者代理人において電子
署名・電子証明書の取得が進んで
も、第三者による承諾書など添付
情報のすべてを電磁的記録により
提供することはできません。
そこで、所有権証明書、第3者
の承諾書、官公署の証明等デジタ
ルデータとして作成することが困
難な添付情報が多数存在すること
から、新法の施行にあたり、表示
に関する登記の申請には特則が設
けられました。これによって申請
人または代理人は、添付情報（申
請人又はその代表者若しくは代理
人が作成したもの並びに土地所在
図、地積測量図、地役権図面、建
物図面及び各階平面図を除く。）が
記載されている書面をスキャナー
等によりデジタルデータとして申
請情報とともに提供し、原本を別
に相当の期間内（申請から2日間）
に登記所に提示する取扱が認めら
れています。（令13条）

3　�オンライン申請促進のための
インセンティブ措置について

オンライン申請の普及のため、
平成20年1月から、一部の登記の
申請をオンラインで行った場合の
登録免許税を減税し、また、不動
産登記令等が一部改正されました。

（1）減税措置
平成20年1月より2年間の予定
で、不動産の所有権の保存若しく
は移転の登記又は抵当権の設定の
登記をオンラインで申請した場合
の登録免許税を10％、最大で5,000
円引き下げて、オンライン申請へ
の経済的なインセンティブを申請
人に与える特別措置が講じられま
した（租税特別措置法84条の5）。
上記の規定は、平成22年1月1
日以後にオンラインで登記の申請
を行う場合における当該登記に係
る登録免許税について適用されま
す（附則第67条11項）。

（2）特例方式
オンライン申請における添付情
報の提供方法に関して、次のよう
な特例が設けられました。（令附
則5条）添付情報（登記識別情報を
除く）が書面に記載されていると
きは、当該書面を登記所に提出す
る方法により添付情報を提供する
ことができるとされた（以下「特例
方式」という。）。特例方式により
添付情報を提供する場合には、当
該書面は申請の受付の日から2日
以内（初日不算入）に、交付または
送付により提出する必要がありま
す（規附則21条2項）。
特例方式では、添付情報に書面
により作成された添付情報が含ま
れる場合、作成者が電子署名がで
きないために電磁的記録により添
付情報を提供することができない
場合であっても、オンライン申請
が可能になります。特に、委任状
も別送によることができるから、
資格者代理人により行われる申請
にあっては、申請人の電子署名・
電子証明書が不要になります。
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（3）登記識別情報
登記識別情報の通知の方法とし
て、申請人が希望する場合には「登
記識別情報通知書の送付によるこ
とができる」、と規則63条によっ
て規定されました。
登記識別情報の有効証明を資格
者代理人が代理人として請求する
場合には、請求人（登記名義人ま
たはその相続人その他の一般承継
人である。令22条）が自然人であ
るときは代理権限証明情報、法人
であるときは代表者の資格証明情
報の提供が不要とされているため
（規68条7号）、有効証明請求に
おいても、請求人の印鑑証明書、
または電子署名・電子証明書が不
要になりました。
登記識別情報を提供して行う登
記の申請においてこれを提供する
ことができない正当の理由（新法
22条ただし書）に、登記識別情報
を提供することにより登記識別情
報を適切に管理する上で支障が生
じる事となる場合（準42条4項）、
登記識別情報を提供したとすれば
当該申請にかかる不動産の取引を
円滑に行うことができないおそれ
がある場合が追加されました（同
条5項）。

4　今後の検討課題として

前述のように、特例方式は、資
格者代理人以外の者の電子署名・
電子証明書を不要とするために、
登記識別情報以外の添付情報を書
面によって提供することができる
ようにしているなど、資格者代理
人による登記申請を前提として、
オンライン申請の便宜が図られて
います。
登記は、登記官が登記簿に登記
事項を記録することによって行わ
れる（新法11条）ことから、指定
庁では、登記はコンピュータ上に
作成されたデータベースへの入力
によって行われています。
オンラインで提供される多くの
デジタルデータとしての添付情
報（登記識別情報を除く）はPDF
ファイルであり、これは、再利用
可能な「データ」というよりも改ざ
ん防止に主眼を置いたものである
ため、送信したデータの内容が自
動的にシステムに取り込まれ、認
識される仕組みにはなっていませ
ん。
施行通達第二・二・（1）によれ
ば、オンライン申請を受け付けた
登記官は、登記識別情報をのぞく

電磁的記録を印刷して審査を行う
ものとされているようです。つま
り、登記官は、書面申請の場合と
同様に、オンラインでデジタル
データとして送信されてきた申請
情報等について書面によって審査
を行うことになり、デジタルデー
タによる情報提供の利点が十分発
揮されていないようです。
前述のように、新法が導入した
オンライン申請制度の中には、書
面申請が存続しているために、登
記所内部での登記事務も書面申請
に適する体制のもとで行われるこ
ととなり、そのことが特例方式の
導入を容易にしているようです。
昭和63年から登記簿のコン

ピュータ化がすすめられ、平成17
年からはオンライン申請が導入さ
れました。表示に関する登記申請
は、ますます加速されるコンピュー
タ社会・デジタル情報社会におい
て、現在の制度にある障害を理由
に書面申請にとどまることはでき
ません。オンライン申請の一層の
普及を図るためには、表示に関す
る登記にかかわる私たちが積極的
に93条調査報告書の有効活用を含
めた意見提言を行っていく必要が
あるのではないでしょうか。
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R
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会長レポート

会 長  
レポート
12月16日～1月15日

12月16日
稲田朋美・自民党組織団体委員長来会
自民党調査士議員連盟　ほか
午前　自由民主党組織団体委員長・稲田朋美衆議
院議員が来会、自民党の政策等について説明をい
ただき懇談。
財団法人民事法務協会の清水勲副会長が退任挨拶
に来会。清水副会長は永年法務局長等としてもご
活躍された方で、このたび民事法務協会役員を退
任されるにあたり来会されたが、登記所における
乙号事務の受託業務やオンラインによる登記事項
請求サービスの提供等を通じて土地家屋調査士と
も密接なつながりのある部分の推進や改善に取り
組まれた方で、竹谷常務・瀬口専務とともにしば
し懇談させていただいた。
午後　自由民主党土地家屋調査士制度改革推進議
員連盟の総会が開催され副会長はじめ連合会役員
及び全国土地家屋調査士政治連盟待野会長ほかの
皆さんとともに出席。
前回の衆議院議員選挙で議席を離れられた保岡興
治会長に代わって、法務大臣・外務大臣等を経ら
れた高村正彦先生が新たに議員連盟会長に就任さ
れた。日調連からは地図整備はじめ現下の取り組
み等について説明させていただいた。
夕刻　自民党調査士制度議員連盟でもご尽力いた
だいている松浪健太議員の国政報告会「松浪ケンタ
君と道州制で日本を拓く会」が都内のホテルで開催
され出席。作家・堺屋太一氏他のお話をお聞きした。

17日
午前　連合会事務局で瀬口専務ほか役員と会務打
合せ。
主として午後から開催の法務大臣政務官によるヒ
アリング会の事前打ち合わせを行う。
午後　法務省会議室で中村哲治・法務大臣政務官
が主宰する「登記オンライン申請のシステム意見
交換会」が開催され、私と國吉総務部長が意見発
表者として、関根副会長、瀬口専務、藤木研究所
長、神前制度対策本部員がオブザーバーとして出

席。日司連からも加藤政也常任理事ほかが出席。
土地家屋調査士としては静岡会所属の会員2名も
意見表明のため参加。法務省から小川民事局総務
課長、小野瀬民事第二課長他の皆さんが出席され、
オンライン申請の現状説明の後、資格者側からシ
ステム改善要望などが意見として出された。私か
らオンライン申請の促進のためには不動産登記
規則93条による不動産調査報告書の活用を含め、
土地家屋調査士の専門性や確立された制度基盤を
もっと活用するべき、及び各省庁や自治体等のオ
ンラインシステムと相乗効果をもたらすことので
きるような仕組みも必要であることなどを発言さ
せていただいた。國吉部長からはシステムの改善
に関する各論について要望。

18日
日司連　新成年後見制度制定及び社団法人成年後
見センターリーガルサポート設立10周年記念シ
ンポジウム・祈念式典・祝賀会
午前　連合会館で瀬口専務ほかと会務打合せ。
午後　日本司法書士会連合会（細田長司会長）が主
導し、各地の司法書士会が設置する成年後見セン
ター「リーガルサポート」が今年満10年を迎えるこ
と、および新成年後見制度が制定されたのを機に
シンポジウム等が明治記念館で開催され招待をい
ただき出席。成年後見制度について新井・筑波大
学法科大学院教授による記念講演の後、成年後見
に携わる各界の方がパネラーとなってディスカッ
ションが開催された。職能を生かした社会貢献とし
て着実に社会に位置付けられている制度であるこ
とを実感。法務省から千葉法務大臣ほか政務三役、
原優民事局長他の皆さんも出席されていた。

21日
瀬口専務ほかと会務打合せ

1月5日
大阪法務局ほか新年あいさつ
午後　私の地元である大阪法務局に出向き、白石
研二局長、由良卓郎総務部長、田村隆平民事行政
部長に新年のあいさつを申し上げ、懇談させてい
ただいた。事務所の近くの同局北出張所にもお伺
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いし、土本真次所長に新年のあいさつ。　

6日
日本弁護士連合会新年挨拶交換会
正副会長会議　常任理事会
日本測量協会新年賀詞交歓会
午前　霞が関の弁護士会館で開催された日本弁護
士連合会及び東京三弁護士会の主催する新年挨拶
交換会に出席。竹﨑最高裁長官、樋渡検事総長、
千葉法務大臣（代理）からそれぞれ新年のあいさ
つ、宮﨑誠日弁連会長から新年を迎えての抱負等
がそれぞれ述べられた後、各界からの出席者相互
の新年のあいさつが交換された。
会館に帰着後、新年最初の正副会長会議を開催。
年末から年始にかけての各役員の会務執行につい
て報告をいただき午後から開催の常任理事会の議
題を整理。
午後　会長就任以来毎回の常任理事会と理事会で
は会長指示事項として現下の課題への取り組みにつ
いての私の考えなどをお話しさせていただいている。
当日も新年最初の会議でもあり、表示登記制度誕
生50年、土地家屋調査士制度制定60年の節目の年
を迎えて、後年、意義深い年だったと思えるような
会務執行をお願いしたい旨のお話をさせていただい
た。翌週に開催の全国会長会議の準備状況と地籍
シンポジウム開催企画の進捗について、及び各部か
ら提出の次年度事業計画案・予算案等について協議。
夕刻から会館近くの東京ドームホテルで開催され
た社団法人日本測量協会（村井俊治会長）主催の新
年賀詞交歓会に出席。小牧和雄・国土地理院長ほ
かの皆さんと懇談させていただいた。（大星副会
長・瀧下理事同席）

7日
常任理事会（2日目）　新年挨拶まわり
午前　常任理事会2日目では土地家屋調査士制度
制定60周年の取り組み等を中心に協議。
午後　法務省、国交省、衆参議員会館、日司連、
日弁連ほか日ごろお世話になっている省庁、関係
団体等に年始のあいさつ。連合会役員のほか全調
政連・待野会長、全公連・鈴木会長他関係役員の
皆さん同道。

8日
大阪会新年賀詞交歓会
所属する大阪土地家屋調査士会（横山慶子会長）と

大阪公共嘱託登記土地家屋調査士協会（松原正彦
理事長）、大阪土地家屋調査士政治連盟（和田朝博
会長）、大阪土地家屋調査士協同組合（荒平義弘理
事長）の共催する新年賀詞交歓会が大阪市内のホ
テルで開催され出席。60周年を迎えた土地家屋
調査士制度の充実発展のために関係団体ともに、
一層のご尽力いただきたい旨のお願いと、年始の
挨拶をさせていただいた。

10日
日本災害復興学会総会
午前　関西学院大学上ケ原キャンパス（兵庫県西宮
市）で開催された日本災害復興学会（室崎益輝会長）
の2009年度総会に出席。会則改正案、委員会報告、
収支決算報告、事業経過報告、予算案、事業計画
案等が付議され、いずれも原案どおり可決された。
午後　被災地交流集会・シンポ
学会総会終了後、同会場にて、関西学院大学に事
務局を置く災害復興制度研究所が主催する、近年
の大災害の被災地から復興支援に携わるNPO団
体の代表者等によるシンポジウムが開催され参
加。今回のシンポでは平成18年3月の福岡県西
方沖地震の被災地・玄海島から復興事業の報告、
岩手・宮城内陸地震の被災地である栗駒から生業
支援、水害のあった兵庫県佐用町から林業・農業
への影響、新潟県中越地震の被災地からは被災後
の集落運営の問題点、中越沖地震の柏崎からは中
心市街地の衰退について、三宅島からは帰島した
被災者の生活と課題について、能登地震の被災地
からは一部損壊家屋にも手厚い保護が必要であ
ることやPTSDの状況等について報告される等、
多岐にわたって被災地が抱える現下の課題が報告
され、勉強させていただいた。被災地の老人所帯
を助ける都会の若者との交流、足湯ボランティア
の活動などの報告もあり、阪神・淡路大震災を契
機にクローズアップされたボランティア活動がそ
の後の数多くの大災害を経て、日本で確実に育っ
ていること、まだまだ課題も多いことを実感。

12日
前田武志議員連盟会長秘書の来訪
夕刻、民主党土地家屋調査士制度推進議員連盟
の前田武志先生の秘書・町田氏に来訪いただき、
14日のシンポジウムで基調講演をお願いしてい
る件等について打ち合わせをさせていただいた。
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13日
香川保一顧問訪問　民事法務協会
ブロック会長　会務打合せ
午後　瀬口専務・竹谷常務と一緒に文京区にある
香川保一・連合会顧問の事務所にお伺いし、新年
の挨拶をさせていただいた。毎年感じることでは
あるが、矍鑠という言葉がぴったりの香川先生に
お会いし、含蓄の深いお話をお伺いすることで、
年の初めのきりっとした緊張感を覚える。
続いて民事法務協会事務所に小池信行会長、藤谷
定勝副会長をお訪ねし、年頭のあいさつをさせて
いただく。
午後から連合会役員の選任に関する検討会委員を
お願いしているブロック会長の先生方の会議終了
後、新年のあいさつをさせていただいたほか、専
務理事他の皆さんと打ち合わせ。

14日
地籍シンポジウム in Tokyo　新年賀詞交歓会
昨年開催した地籍シンポジウム	in	Tokyoの第2
回目として翌日からの平成21年度第2回全国会
長会議を前に東京プリンスホテルで開催。
300名を超える参加を得て、午後から開催。
シンポジウムに先駆け、民主党土地家屋調査士制
度推進議員連盟会長で、昨年6月に提言書をまと
められた民主党地籍整備・登記所備付地図整備の
促進策に関するPTで副座長を務められた前田武
志参議院議員（民主党常任幹事会議長）による「市民
生活と地図・地籍」と題する基調講演をいただいた。
また、空前の津波被害にあったインドネシア・アチェ
州の土地台帳の復元に携わられたJICA専門家・坂
本勇氏から「インドネシア・アチェ州からの報告」と
題する貴重な報告もいただいた。シンポジウムは鎌
田薫・学術顧問（早稲田大学大学院教授）をコーディ
ネーターに、法務省前田幸保補佐官、国土交通省
安藤暁史課長補佐、宮﨑清博・全測連業務部長（元
JICA専門家）、上條勝也・国土建設学院理事長、
小林庄次・日調連ADRセンター委員長からそれぞ
れの専門分野からの報告とディスカッションが展開
された。市民生活と地籍・専門職能・国際支援・災
害復興・地図作り・境界紛争解決・専門家の教育
制度等、これまでの取り組みとは一味違った広角度
から地籍・登記・地図をとらえたシンポジウムとなっ
たと、大星副会長、藤木研究所長、山田広報部長
を中心とする企画関係者・講演及び報告者、コーディ
ネーター・パネリストの皆さんに改めて感謝。

なお、国土建設学院に国内留学・長期研修中の全
国各地の法務局・地方法務局職員の皆さんにも参
加いただいた。
夕刻から日調連・全調政連・全公連の共催で新年
賀詞交歓会を開催。法務省から千葉法務大臣・加
藤法務副大臣・中村法務大臣政務官の政務三役の
先生方、原優・民事局長他幹部の皆様、国土交通
省石川佳市・国土調査課長、民主党地図PT座長
として提言書をまとめられた中井洽・拉致問題担
当・防災担当大臣、民主党から石井一副代表、細
野豪志副幹事長、前田武志調査士制度推進議員連
盟会長、ご公務の合間を縫って開会前にお越しい
ただいた江田五月参議院議長、山口那津男・公明
党代表、漆原良夫公明党調査士制度推進懇話会会
長、自民党調査士制度改革推進議員連盟からは高
村正彦会長、河村建夫副会長他、国会議員の先生
方や連合会顧問の先生方、宮﨑誠日弁連会長・細
田長司・日司連会長ほか友好団体の代表の先生方
にも多数お越しいただき、盛会裏に開催。主催者
挨拶では調査士制度制定60周年、表示登記制度
50年を迎えての抱負をお話しさせていただいた。

15日
第2回全国会長会議
早朝から土地家屋調査士会館に場所を移して第2
回全国会長会議を開催。座長には東北ブロック協
議会・柴山武・福島会長が選任された。冒頭、私
から直近の連合会務の要点と制度環境についてお
話をさせていただく。出席いただいた各会の会長
から会費の上限について、地図作りの促進のため
の提言、登録前研修、過去の地籍調査や法14条
地図作成に関する課題への対応について、地図情
報システムの本格稼働に伴い、閉鎖されることと
なった既存の（スキャニング前の）地積測量図の閲
覧について、ADR認定調査士の活用策及び更な
る司法制度への参画について、登記申請における
法人の印鑑証明書の添付について等々、活発な意
見もしくは質問が出され、連合会の考え等をお話
しさせていただいた。今後の会務運営にとっても、
とても意義ある会議だった。
午後　登記基準点有識者会議
午後3時まで会長会議の後、会館に清水英範東京
大学教授、大瀧茂・日本測量協会測量技術センター
参事役・管理部長、坂元 ・前鹿児島会長（工学
博士）の各氏にお越しいただき、登記基準点につ
いての現状等を報告しご意見をいただいた。
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12月16日～ 1月15日会 誌日務

会務日誌

12月
16～ 17日

第6回研修部会
＜協議事項＞
1　CPD管理システムについて
2　ブロック担当者会同の対応について
3　測量技術講習会について
4　平成22年度研修部事業計画（案）及び同予算
（案）の策定について

5　配属研修実施要領について
6　土地家屋調査士専門職能継続学習制度について
7　研修体系について
8　土地境界基本実務叢書を用いた研修会について

25 ～ 26日

第6回総務部会
＜協議事項＞
1　平成21年度第2回全国会長会議及び平成22年
新春交礼会の運営等について

2　関係法令、会則、諸規程等の検討・整備につ
いて

3　土地家屋調査士会の自律機能確立の指導・支
援について

4　土地家屋調査士制度制定60周年記念事業につ
いて

5　平成22年度総務部事業計画(案)及び同予算(案)
について

28日

第9回広報部編集会議（電子会議）
＜協議事項＞
1　会報について

1月
6日

第8回正副会長会議
＜協議事項＞
1　第10回常任理事会の審議事項及び協議事項の
対応について

6 ～ 7日

第10回常任理事会
＜協議事項＞
1　平成22年度事業方針大綱（案）、同各部事業計
画（案）及び予算（案）について

2　土地家屋調査士制度制定60周年記念事業につ
いて

3　平成21年度第2回全国会長会議の提出資料に
ついて

4　国際測量者連盟（FIG）総会等への参加について

7 ～ 8日

日調連技術センター・登記基準点評価委員会合同
会議
＜協議事項＞
1　認定申請を受けている登記基準点について
2　連合会と各土地家屋調査士会の技術センター
及びデータセンターの連携と今後の対応につ
いて

3　登記基準点成果品点検のあり方について
4　登記基準点有識者協議会へ提案予定の事案に
ついて

14日

第2回役員選任に関する検討特別委員会
＜協議事項＞
1　答申書（案）について

地籍シンポジウム in Tokyo ～市民社会における
安心・安全と地図・地籍・登記の役割～

（於　東京プリンスホテル）
1　基調講演	「市民生活と地図・地籍」
2　特別報告	「インドネシア、アチェ州からの報
告」

3　パネルディスカッション

平成22年新春交礼会（於　東京プリンスホテル）

15日

第2回全国会長会議
＜議題等＞
1　平成21年度の事業執行及び平成22年度の事
業計画（案）について

2　意見交換・会長間情報交換・各会要望

登記基準点有識者協議会
＜協議事項＞
1　平成21年度における認定登記基準点の認定状
況について

2　認定登記基準点の課題について
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登録者は次のとおりです。

平成21年12月		1日付	
神奈川	2856	菅野　哲広	 神奈川	2857	藤井　勇人
埼玉	 2451	若野　滋男	 埼玉	 2452	橋本　　靖
新潟	 2158	五十嵐猛八	 大阪	 3073	久保加奈子
大阪	 3074	前田　信明	 愛知	 2719	八木　政和
岐阜	 1209	上松　健司	 岐阜	 1210	平田　恵三
高知	 655	横川　浩幸	
平成21年12月10日付	
東京	 7572	鈴木　圭一	 東京	 7573	三原　英雄
神奈川	2858	高橋　邦光	 千葉	 2060	篠田　健雄
大阪	 3075	辻　　康利	 大阪	 3076	山下　晃平
愛知	 2720	谷川　元康	 愛知	 2721	浅田佳寿優
福岡	 2160	駿河　克宏	 長崎	 760	清水　寛之
平成21年12月21日付
東京	 7574	平沼　成彦	 千葉	 2061	本多　清一
栃木	 884	山本　裕昭	 山梨	 377	鈴木　政一
長野	 2545	林　　豊美	 長野	 2546	田中　健吾
広島	 1810	橋本佳代子	 広島	 1811	國光　　和
岡山	 1340	上田太久美	 佐賀	 531	江副　　敬
宮城	 981	升澤　宏之	 青森	 746	堀内　　圭
青森	 747	小林　一馬	 愛媛	 823	岡野上竜二

登録取消し者は次のとおりです。

平成21年10月		8日付	 福岡	 1712	東　　保臣
平成21年10月14日付	 茨城	 875	金田　　操
平成21年10月25日付	 群馬	 244	牧　袈裟夫
平成21年10月31日付	 長野	 2129	北原　清次
平成21年11月		5日付	 熊本	 883	濱水　晴夫
平成21年11月		7日付	 徳島	 181	松端　康昌
平成21年11月		8日付	 高知	 573	谷渕　保幸
平成21年11月10日付	
富山	 449	髙井　忠司	 札幌	 575	後藤　　聡
平成21年11月12日付	
栃木	 607	山口　裕久	 新潟	 662	桑原宗一郎
平成21年11月25日付	 福岡	 287	服部十三嗣

土地家屋調査士名簿の登録関係

土地家屋調査士名簿の登録関係

平成21年12月		1日付
東京	 4660	松本　員夫	 茨城	 1252	中尾　裕之
長野	 1907	長崎　晴光	 兵庫	 1844	西出　歳子
熊本	 1017	林田　満雄	 徳島	 279	竹中　弘佶
平成21年12月10日付	
神奈川	2786	中村　恵子	 埼玉	 1081	宇野　哲雄
長野	 2444	佐竹　善昭	 大阪	 1832	岩　　繁邦
大阪	 2336	徳田　　章	 兵庫	 916	杉谷　　昇
兵庫	 1793	西野三千夫	 奈良	 242	有田　吉美
奈良	 273	冨宅　理也	 愛知	 1852	埜田　芳春
富山	 338	高辻　秀信	 山口	 379	酒井　誠一
福岡	 1161	荒木　啓史	 福岡	 2007	吉岡　和紀
長崎	 625	湊　　俊郎	 沖縄	 172	川平　朝傑
宮城	 557	赤間　　護	 山形	 1138	工藤　　清
秋田	 848	大山　晃男	
平成21年12月11日付	
東京	 2467	鎌倉　　司	 東京	 5100	野村　暲作
東京	 5331	田波　博司	 東京	 5926	杉田　　静
東京	 6065	柴田　菊治	 東京	 6203	志茂　紀子
東京	 6714	山本　鏡明	 東京	 6932	⻆　　哲夫
東京	 6959	中森　順市	 東京	 7281	小池　武司
東京	 7369	稲沼　武彦	 東京	 7382	松村　英之
神奈川	1577	曾我　美好	 神奈川	2073	村田　耕一
埼玉	 1734	猪鼻　剛男	 埼玉	 2102	⻆田　哲夫
千葉	 1832	小澤　泰輔	 栃木	 734	鶴見　　正
群馬	 645	金子　俊夫	 長野	 1830	甕　　秀信
大阪	 1836	中尾　善三	 大阪	 2105	大野　恒義
大阪	 2217	前田美音子	 京都	 741	寺田　文彦
兵庫	 1908	山本　芳裕	 兵庫	 1968	萩原　和憲
兵庫	 2000	井上　泰雄	 愛知	 1393	鈴木　　博
愛知	 1564	本多　照博	 愛知	 2362	金　　成仁
岡山	 1099	木村　伸二	 島根	 401	佐和田丕土司
長崎	 710	内田　年彦	 鹿児島	 699	矢野　正樹
沖縄	 370	友寄　弘一	 沖縄	 420	桃原　孝雄
宮城	 953	久光　伸治	 福島	 1234	三留　卓男
札幌	 610	宮下　隆敏	
平成21年12月21日付	
神奈川	 989	池田　訓侑	 埼玉	 2110	井上　和之
千葉	 1842	佐々木正治	 広島	 1123	大植　次郎
岡山	 839	山本　　章	 岩手	 179	菊地　榮作
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□□□■□□□□□□□□□■□□□

□□□□□□■□□□□□□□□□■

□□□□□□□□□■□□□□□□□

□□■□□□□□□□□□■□□□□

□□□□□■□□□□□□□□□■□

□□□□□□□□■□□□□□□□□

□■□□□□□□□□□■□□□□□

□□□□■□□□□□□□□□■□□

□□□□□□□■□□□□□□□□□

■□□□□□□□□□■□□□□□□

□□□■□□□□□□□□□■□□□

□□□□□□■□□□□□□□□□■

□□□□□□□□□■□□□□□□□

□□■□□□□□□□□□■□□□□

□□□□□■□□□□□□□□□■□

□□□□□□□□■□□□□□□□□

□■□□□□□□□□□■□□□□□

□□□□■□□□□□□□□□■□□

□□□□□□□■□□□□□□□□□

■□□□□□□□□□■□□□□□□

□□□■□□□□□□□□□■□□□

□□□□□□■□□□□□□□□□■

□□□□□□□□□■□□□□□□□

□□■□□□□□□□□□■□□□□
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岐阜支部では、平成20年度よ
り、制度広報・共同事業の一環と
して、学校訪問の企画に取り組ん
でおります。目的としては、
①職業としての調査士制度の広
報

②資格者としての地域貢献
③産官学連携プロジェクトの実
現

といったところです。

目的①については、学生に進路
選択のひとつとして土地家屋調査
士という職業を認知してもらい、
受験者数減少への対応や、新たな
時代の調査士制度の更なる発展へ
向け、有能な人材の発掘を期する
ものであります。やはり学生に
とっては土地家屋調査士という職
業の選択肢を知る術がほとんど無
いというのが実情ですので、様々
な企画を持ってまずは学校を訪
れ、意見交換をして来よう、とい
うのが始まりでした。
平成20年度中に訪問した学校
の中で、特にこの企画にご賛同い
ただけた関市関商工高等学校との
間では、同年度中にインターン
シップ受け入れと測量技術講習会
を実現することが出来ました。イ
ンターンシップについては、関市
内の3ケ所の会員事務所の協力を

得て、1日～ 2日間の調査士実務
を通じて新鮮な体験をしていただ
きました。実技講習については、
「高校生ものづくりコンテスト」の
「測量部門」に出場する生徒を対象
に、三脚を設置する際の実務家と
してのコツの伝達を行いました。
学校のグラウンドで行われたその
模様は学校HPでも写真入りで紹
介され、土地家屋調査士の名が学
校内だけでなく地域に広報されま
した。また、結果的に学校の先生
と実務家である我々とでは教え方
やノウハウに違いがあったよう
で、好評を博し、本年度において
も継続実施されました。
このような活動を通じて学校と
の交流が実現する一方、職業とし
ての積極的な広報には難しい一面
が見えてきました。それは、ほと
んどの生徒達が就職や進学を希望
しており、資格取得・独立開業と
いう道を志す生徒は極めて稀であ
るという現実です。だからこそ広
報の必要性を感じるものの、開業
に至るまでの苦難、調査士の収入、
将来性、補助者の給与待遇などの
質問を受ける中で、魅力的な返答
を出来るかは悩ましい部分でもあ
りました。
つまるところ、学生としてはま
ずは就職を考えるものであり、そ

の上で土地家屋調査士の受験に臨
む構図はおそらく今後も変わらな
いのでしょうから、この広報活動
が目指すところは、やはりこの資
格の「認知」レベルです。在学中に
土地家屋調査士という職業に触れ
た「思い出」作りなのだろうと思い
ます。そうであればこそ、今後も
実技講習を通じて楽しく生徒と触
れ合い、またインターンシップを
通じて「仕事の現場」に目を輝かせ
ていただけるよう、気負わず地道
な交流を続けていければと思いま
す。

目的②について、目的①と関連
しますが、「若者に夢が無い」と言
われる現代、学校訪問を通じて教
育の現場で私たちが果たせる役割
は無いものでしょうか。学校とい
う人間育成の場で、国家資格者と
して「品位のある」「誠実な」職業人
の背中を見せることは、きっと無
意味なことではないと思います。
やはり生徒達は、日頃慣れ親しん
だ学校の先生方とは違う私たち学
外の社会人と、新鮮な気持ちで向
き合ってくれた印象があります。
この学校訪問という広報活動を
調査士制度の発展のためと捉える
ならば、実益に乏しいばかりか何
とも手前勝手な活動であることは
否定できませんが、だからこそ地
域貢献という広い見地に立って取
り組むべきだと思います。実技講
習やインターンシップなど、学校
側からもニーズを示していただけ
るのならば、資格者として今後も
それに応えていくべきだと思いま
す。この学校訪問は広報活動のひ
とつの方策に過ぎませんが、今後
も地域社会との接点を大切にし、
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きました。
このような大学の先生方とお目
に掛かったのは大変貴重な機会で
あり、今後、測量・法律の両分野
で高い専門性を必要とする私たち
にとっては大切なご縁でもありま
す。産官学の交流・協働を通じて
今後あるべき資格者像をまずは私
たちが探し、理解し、そのための
資質の向上を図りながら、真に社
会のお役に立てるよう努めること
が肝要だと思います。

以上、学校訪問という企画につ
いては、岐阜支部が風穴を開けた
格好になると思いますが、今後周
りの皆様のご意見・ご協力も賜り
ながら、この度のご縁を大切に、
交流を続けて行ければと思いま
す。

貢献できればと思います。

目的③については、特に大学と
の交流の中に期するものです。平
成20年度に訪問した岐阜大学工
学部社会基盤工学科では、県や土
木業界と共に斜面防災の研究に取
り組んでおられる沢田和秀准教授
にお目に掛かることが出来まし
た。レーザーを用いて上空から地
形・地物をスキャニングするがご
とき先進の測量技術や、GISを用
いた管理システムなど、目を奪わ
れるような取組みをお見せいただ
き、その後数度の訪問を経て、本
年度のNSDI法をテーマとした岐
阜支部研修会にお招きするに至り
ました。支部研修会では、パネル
ディスカッションのパネリストを
務めていただき、前述の取組みを
ご紹介いただくと共に、私たち土

地家屋調査士に激励の言葉を頂戴
しました。
また本年度、朝日大学法学部で
7月に開催された「法教育公開シ
ンポジウム」並びに8月に開催さ
れた「ジュニアロースクール」を視
察しました。前者では、裁判員裁
判の導入に伴いその意義と「法教
育」の必要性が説かれ、また後者
では、中学生が「模擬法定」にて裁
判員裁判を体験しました。共に岐
阜県弁護士会及び県下の教育委員
会との共同事業で、弁護士会が教
育の現場にて多大な活躍をしてい
ることが分かり、また弁護士会内
の「法教育委員会」の機動力の高さ
と、朝日大学の積極的な姿勢が印
象に残りました。いずれの機会に
も法学部教授とお話しする機会を
得、私たち土地家屋調査士との協
働にも大きな期待を寄せていただ
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「相手の立場に立つ」ということとは？
皆さんは、「相手の立場に立つ」ことの重要性はよ

く理解されていると思います。立会いのとき、大切
な人・家族と一緒のとき、でも、実際のところ「相手
の立場」というポジションがなかなかうまくイメージ
できないのではないでしょうか？
では、どうすれば、「相手の立場に立つ」ことがで

きるのでしょう？タイトルは忘れてしまいましたが、
以前読んだ本の中に、「人は相手の立場で物事を考え
る場合、その人の【顔】を思い浮かべる。」とありました。
あなたが大切な人、家族、友人の立場になる場合、
あなたは、「相手の顔」を思い浮かべていませんか？
そして、「あの人は、私のことをどう思っているのだ
ろう？」って考えたりしていませんか？
お気付きでしょうか、このような状態を「相手の立
場に立っている」といえるのでしょうか？つまり、「相

編 集 後 記
手の顔」を想像しているということは、自分の立場で
相手を思い浮かべている状態ではないでしょうか。
これでは相手の立場に立っていません。「相手の立場」
に立ったときには、何がイメージされるのでしょうか。
私の個人的な考えですが、相手の目を通して見える、
「自分自身の姿」ではないでしょうか。その上で、感
じたり、考えたりすることが「相手の立場に立つ」こと
ではないでしょうか。
ただ、自分が相手の立場に立つことができても相
手と同じように考えられる訳ではないので、自分の
考えをそのまま相手に押し付けるようなことは、相手
の立場に立って考えたことにならないので注意しな
ければなりません。
最近では、「相手の顔」がなかなか浮かんできませ

ん…別の意味で問題です。
広報部次長　廣瀬一郎




